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はじめに 
 

令和８年３月                       

私たちが暮らす現代社会は、国際情勢の変動や社会経済の不安定化、生成Ａ

Ｉをはじめとした科学技術の飛躍的な発展、さらには長期的な気候変動といっ

た多様な要因が重なり、将来を予測しにくい状況が続いています。また、グロ

ーバル化や少子高齢化の進展に伴い、さまざまな背景をもつ人々への理解と共

生がますます求められるようになっています。 

板橋区では、不登校や障がい、異なる文化的背景を持つ子どもへの支援の必

要性が高まっています。また、生涯学習の重要性が叫ばれる中で、社会人の学

び直しやライフステージの変化に応じた多様なニーズが顕在化しています。 

これらの変化に対応していくためには、私たちは教育のあり方を見直し、革

新をもたらす必要があると認識しています。 

板橋区教育委員会では、令和８（2026）年度からの 10 年間において、「教育

は人が幸せに生きるためにある」という理念を、板橋区の教育に関わるすべて

の人が共有すべき最も大切な考え方として掲げます。この理念を基盤に、区民

一人ひとりが学び教え合う中で、５つのチカラ－自分らしく進むチカラ

（Motivation）、認め合って生きるチカラ（Inclusion）、つながり助け合うチカ

ラ（Relation）、自ら行動を起こすチカラ（Activation）、ゼロから切り拓くチ

カラ（Innovation）－をはぐくみ、いたばし全体を学びのキャンパスへと広げ

る、「ＭＩＲＡＩ ＳＣＨＯＯＬ いたばし」の実現をめざします。 

多様性と主体性をキーワードに、「自分で自分の生き方をデザインする」「自

分で自分の学びをデザインする」社会をめざす、「ＭＩＲＡＩ ＳＣＨＯＯＬ い

たばし」の実現には、庁内の関係部署はもちろん、学校・教職員、保護者や地

域団体、企業など多様な主体との連携・協働が欠かせません。私たちは、地域

と一体となって、さまざまな学びの場を展開することを通じて、いたばし全体

を学びのキャンパスへと広げ、すべての区民が生涯にわたって学び続けられる

環境を整えていきます。 

結びに、皆さまの温かいご理解とご協力があってこそ、私たちの掲げる「Ｍ

ＩＲＡＩ ＳＣＨＯＯＬ いたばし」は実現します。引き続き、変わらぬご支援

を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。 

板橋区教育委員会 教育長 長沼 豊 
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本冊子は、教育行政に係る基本計画（「ＭＩＲＡＩ ＳＣＨＯＯＬ いたばし－教育ビジョン２０３

５－」）及び実施計画（「ＭＩＲＡＩ ＳＣＨＯＯＬ いたばし－アクションプラン２０２８－」）に相

当する内容を合冊で作成しています。 

なお、基本計画に相当する部分が、教育施策の方向性にあたる部分、実施計画に相当する部分が、

具体的な事務事業になります。 
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本章では、板橋区教育委員会が取組を進めていくうえでの基本的な考え方や、計画策定の背

景、位置づけ、計画期間などを示します。 

 

板橋区では、「板橋区教育ビジョン 2025」を策定し、そのアクショ

ンプランである「いたばし学び支援プラン 2025」に基づき、「教育の

板橋」の実現に向け、様々な教育活動に取り組んできました。 

学校の働き方改革やＧＩＧＡスクール構想の実現など、板橋区を取

り巻く教育環境は、前回策定時から大きく変化しています。 

これらの変化に対応するため、いたばし全体が学び合い、成長する

未来をめざし、「ＭＩＲＡＩ ＳＣＨＯＯＬ いたばし －教育ビジョン

２０３５－」「ＭＩＲＡＩ ＳＣＨＯＯＬ いたばし －アクションプラ

ン２０２８－」を策定します。 

策定の目的・背景 

ビジョンは、教育基本法第 17 条第２項にある「教育の振興のため

の施策に関する基本的な計画」と位置づけます。また、基本構想で示

された教育分野の将来の姿及び教育大綱における教育施策の方向性

の実現に向けて、基本計画との連携・整合性を図りながら、総合的・

計画的に推進していく指針として中長期的な施策体系を定めます。 

プランは、ビジョンの施策に連なる事務事業体系をアクションプラ

ンとして位置づけます。 

１ 策定方針 

計画の位置づけ 

ビジョンは、計画期間を令和８（2026）年度から令和 17（2035）年

度までの 10年間とします。 

プランは、計画期間を令和８（2026）年度から令和 10（2028）年度

までの３年間とします。 

計画期間 
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１ 策定の目的・背景 

○ 板橋区では、概ね 10 年後の将来の姿を「板橋区基本構想（以下、「基本構想」という。）」で

示し、基本構想の実現に向けた、区政の総合的な計画として「板橋区基本計画（以下、「基本

計画」という。）」を策定しています。 

○ 基本構想で示された教育分野のめざす姿を実現するため、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律に基づき区長が定める「板橋区教育大綱（以下、「教育大綱」という。）」のもと中長

期的な施策体系を定め、総合的・計画的に推進していく指針として、令和７（2025）年度ま

でを計画期間とした「板橋区教育ビジョン 2025」、及びアクションプランである「いたばし学

び支援プラン」を策定しています。 

○ 板橋区では、令和７（2025）年度に次期基本構想、基本計画及び教育大綱を定めました。 

○ 国が示す、「令和の日本型学校教育 1」の構築においては、学校の働き方改革、ＧＩＧＡスク

ール構想 2の実現、学習指導要領の改訂 3、教育振興基本計画 4の策定などの取組が進められ

ており、板橋区を取り巻く教育環境は、現行ビジョンの策定時から大きく変化しています。 

○ 板橋区教育委員会では、これらの変化に対応するため、「ＭＩＲＡＩ ＳＣＨＯＯＬ いたばし 

－教育ビジョン２０３５－（以下、「ビジョン」という。）」「ＭＩＲＡＩ ＳＣＨＯＯＬ いた

ばし －アクションプラン２０２８－（以下、「プラン」という。）」を策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

1 14ページをご参照ください。 
2 一人一台端末と、高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備することで、多様な子どもをだれ一人取

り残すことなく、個別最適化され、資質・能力が確実に育成できる教育ＩＣＴ環境を実現する構想。 
3  13 ページをご参照ください。 
4  4、15 ページをご参照ください。  
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２ 計画の位置づけ 

 

○ ビジョンは、教育基本法第 17条第２項にある「教育の振興のための施策に関する基本的な計

画」と位置づけ、策定します。 

○ ビジョンでは、基本構想で示された教育分野の将来の姿及び教育大綱における教育施策の方

向性の実現に向けて、基本計画との連携・整合性を図りながら、総合的・計画的に推進して

いく指針として中長期的な施策体系を定めます。 

○ プランでは、ビジョンの施策に連なる事務事業体系をアクションプランとして位置づけます。 

 

【教育基本法】 

（教育振興基本計画） 

第十七条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振

興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本

的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。 

２ 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体におけ

る教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。 
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３ 計画体系 

 

○ 基本構想がめざす教育の将来の姿の実現及び教育大綱における教育施策の方向性の実現に向

けて、必要な施策体系を整理しています。 

○ 施策を実現するための事務事業体系は、３年または４年ごとに見直しを行います。 

○ いたばし№１実現プラン及び他の各個別関連計画との整合を図り、他部門とも相互に連携・

協働しながら、ビジョンの実現に向けて施策・事業を展開します。 

 

４ 計画期間 

 

○ ビジョンは、計画期間を令和８（2026）年度から令和 17（2035）年度までの 10 年間としま

す。 

○ プランは、計画期間を令和８（2026）年度から令和 10（2028）年度までの３年間とします。 
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教育大綱
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５ 検討体制 

 

○ ビジョンにおける中長期的な施策体系を検討するにあたって、学識経験者、地域関係者、学

校保護者、公募委員などで構成する検討委員会を設置し、検討を行っています。また、庁内

に、関係部署による、策定本部を設置し、検討委員会に付議・報告する議題などについて審

議、調査、検討を行っています。 

○ プランを検討するにあたって、関係部署による庁内検討会を設置し、教育委員会事務局にと

どまらず区長部局の関係各課とも連携し、策定に必要な議題などについて審議、調査、検討

を行っています。 

 

６ 進行管理・評価 

 

本計画の実効性を高めるため、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき、毎年度、

学識経験者の知見を活用しながら事務の管理及び執行状況の点検及び評価（以下、「教育委員会が行

う点検・評価」という。）を行い、その結果に関する報告書を議会に提出し、公表します。「教育委員

会が行う点検・評価」で得られた意見や評価結果を次年度に向けた事業の見直しや改善などに速や

かに反映させていきます。 

また、３年または４年ごとにプランを策定することによって、ビジョンで掲げた施策の進捗状況

を把握し、プランの見直し、改善を図ることで教育行政の着実な推進を図ります。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 

板橋区の教育を取り巻く状況 

１ 社会経済情勢 

２ 国や東京都の教育政策動向 



8 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

本章では、板橋区の教育を取り巻く状況について社会経済情勢及び国や東京都の教育政策動

向について掲載しています。 

 

自然災害の激甚化や国際情勢の不安定化、情報技術の加速度的な進

展など、将来の予測が困難な時代となっています。 

板橋区の人口は令和 22（2040）年にピークを迎え、減少する見込み

です。外国人人口が増加しているため、教育施設や支援体制の充実が

求められます。また、平均寿命の延伸により、人生のマルチステージ

モデルへの転換が予測される中で、生涯学習の必要性が高まっていく

と考えられます。 

また、誰一人取り残さない、共生社会の実現に向けて、社会的包摂

を推進するため、不登校や個別支援が必要な子どもへの対応が喫緊の

課題です。 

さらに、教員の労働時間の長時間化やメンタルヘルス不調による休

職者の増加に対し、学校の働き方改革を一層推進していく必要があり

ます。 

 

社会経済情勢 

 

教育が抱える課題に対応し、子どもの資質・能力を確実に育成する

ために学習指導要領の着実な実施が重要であるとした中で、個別最適

な学びと協働的な学びの一体的な充実が求められています。 

また、国では、2040年以降の社会を見据えた教育政策として、「持

続可能な社会の創り手の育成」と「日本社会に根差したウェルビーイ

ングの向上」をコンセプトとした「第四期教育振興基本計画」が、東

京都では、全ての教育関係者の「羅針盤」として「東京都教育ビジョ

ン（第５次）」が策定されています。 

また、子どもの権利利益の擁護を図り、その最善の利益の実現をめ

ざす「こども基本法」が施行されています。 

 

２ 板橋区の教育を取り巻く状況 

 

国や東京都の教育政策

動向 
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１ 社会経済情勢 

 

（１）社会環境の変化 

○ 豪雨や猛暑といった気候変動による自然災害の激甚化、首都直下地震などによる被害想定の

拡大、紛争やテロによる国際情勢の不安定化、生物多様性 5の減少など、社会の持続可能性が

危ぶまれ、将来の予測が困難な時代となっています。 

○ 生成ＡＩをはじめとする情報技術の加速度的な進展により、人間の仕事をＡＩが担う可能性

や、スキルの早期陳腐化、新たな仕事の創出など、労働市場への多様な影響が指摘されてい

ます。 

○ 国では、今後めざすべき未来社会の姿を「サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させ

たシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会（Ｓｏｃｉｅｔ

ｙ ５．０） 」としています。 

○ ＧＩＧＡスクール構想により、一人一台端末の配付や高速通信ネットワークの環境整備が進

められ、ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した学びの変容がもたらされています。 

○ 平成 27（2015）年に国連サミットで採択された持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）が、令和 12

（2030）年に達成年限を迎えます。 

○ 令和２（2020）年から始まった新型コロナウイルス感染症の流行は、わが国においても、緊

急事態宣言やまん延防止等重点措置が発出されるなど、区民生活や経済活動に多大な影響を

与え、体験・交流活動の機会減少などを引き起こしました。 

  

（２）人口動態 

○ 令和６（2024）年度に改訂した板橋区人口ビジョンによると、板橋区では、令和 12（2030）

年に総人口が 60万人を突破し、令和 22(2040)年にピークを迎え、その後、減少する見込みで

す。年少人口は、令和 22(2040)年にピークを迎え、その後減少、生産年齢人口のピークは令

和 12(2030)年に到来し、令和 32(2050)年までに約 2.4万人減少する見込みです。また、老年

人口は、令和 32(2050)年には、令和２(2020)年と比べて約 3.3万人増加し約 17万人となり、

高齢化率は 28.0％となる見込みです。外国人人口の推移は、令和 17（2035）年には、5.1万

人（約 8.5％）となる見込みとなっています。 

○ 板橋区では、まちづくりが進む地域での児童・生徒数急増に伴う教室や「あいキッズ」スペ

ースの確保などへの対応が想定されます。また、年少人口増加に伴い、不登校や障がい、日

本語指導など、個別支援が必要な子どもの増加が続くと考えられます。 

○ 外国人人口の増加や社会環境の変化により価値観の多様化が一層進むことが予想されます。

外国人も安心して暮らせるよう、多文化共生社会を構築すべく、多言語対応をはじめ、地域

住民との相互理解を促進する取組を進めていく必要があります。 

                                            
5 地球上の生物の豊かな個性とつながりのこと。生物多様性条約では、生態系の多様性・種の多様性・遺伝

子の多様性という３つのレベルで多様性があるとしている。 
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○ 平均寿命の延伸により、就業期間の長期化が進み、社会構造や個人のライフスタイルに大き

な変化が生じています。一人ひとりの学ぶ時期や進路が複線化する人生のマルチステージモ

デルへの転換が予測される中で、新たな知識やスキルの習得（社会人の学び直し）、ライフス

テージ（就職、結婚、育児、介護病気、退職など）の変化に応じた学習など、生涯学習の必要

性が高まっていくと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図３ 人口の長期的見通しの比較（板橋区人口ビジョン） 

図４ 年齢３区分別人口の長期的見通し（板橋区人口ビジョン） 

図５ 総人口及び外国人人口の見通し（板橋区人口ビジョン） 
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（３）多様化する子どものニーズ 

○ 社会の多様化が進む中で、障がいの有無や年齢、性別、文化的・言語的背景などに関わらず、

誰一人取り残さず、人々の多様なあり方を相互に認め合える共生社会の実現に向けて、社会

的包摂 6を推進する必要があります。 

○ 板橋区では、令和６（2024）年度に不登校児童・生徒数が 1,100人を超え、学校に行かない、

行けない児童・生徒の学びの保障が喫緊のテーマとなっています。 

○ 特別支援教室（ＳＴＥＰ ＵＰ教室（情緒障がい等））7に在籍する児童・生徒は増加傾向にあ

り、令和７（2025）年度は 980 人で、平成 28（2016）年度の 265 人と比較すると約 3.7 倍と

なっています。また、特別支援学級（知的）8についても増加傾向にあり、令和７（2025）年

度は 526人で、平成 28（2016）年度の 390人と比較すると約 1.3倍となっています。さらに、

国の調査によれば、小・中学校の通常の学級に、「知的発達に遅れはないものの学習面または

行動面での著しい困難を示す」児童・生徒が 8.8％程度在籍しているという推計がなされてい

ます。 

○ 日本語指導が必要な児童・生徒は、令和６（2024）年度は 216 人で、平成 28（2016）年度の

182人と比較すると約 1.2倍となっており、今後も日本語指導が必要な児童・生徒の増加が予

想されます。 

○ 子どもの個性や多様性を尊重しつつ、連続性のある学びの場の一層の充実を図るとともに、個

別の教育的ニーズを把握し、個別最適化された学習を通じて、一人ひとりの可能性を伸ばす教

育の実現が求められています。 

 

              
6 すべての人が社会の一員として尊重され、排除されることなく社会のあらゆる場面へ参加できる状態をめ

ざす考え方。 
7 通常の学級での学習に基本的には参加できるものの、自閉症等の情緒的な課題のため、学校生活にうまく

適応できずにいる児童・生徒に対応した指導を在籍校で受けることができる指導形態。 
8 小・中学校において、知的障がいによる学習上または生活上の困難を克服するため、少人数できめ細やか

な教育を行う学級。  

図６ 特別支援教室（情緒障
がい等）児童・生徒数（教育
委員会事務局調べ） 

図８ 日本語指導が必要な
児童・生徒数（教育委員会事
務局調べ） 

図７ 特別支援学級（知的）児
童・生徒数（教育委員会事務局
調べ） 
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（４）教員を取り巻く状況の変化 

○ 学校が抱える課題の複雑化・多様化を一つの要因とし、教員の労働時間の長時間化が問題と

なっています。板橋区では、時間外在校等時間が月 45 時間を超える教員の割合は、令和６

（2024）年度において、小学校 19.4％、中学校 28.4％となっており、依然として長時間勤務

の教員が多い状況です。 

○ 長時間労働に加えて、業務負担の増大や対人関係など、さまざまな要因が重なり合ってメン

タルヘルス不調が顕在化し、メンタルヘルス不調による病気休職者数の割合も増加傾向にあ

ります。 

○ こうした状況を踏まえ、学校における働き方改革の一層の推進が求められています。 

 

 

 

 

   図９：時間外在校等時間が 45 時間を超える教員数の割合（教育委員会事務局調べ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
図 10：東京都の公立学校教職員の病気休職、メンタルヘルス不調等の状況（「公立学校教職員の人事行

政状況調査」（文部科学省） 

 

引き続き、社会環境の変化や人口増加による諸課題に対応しつつ、多様な教育ニーズへの個

別支援など、一人ひとりにあった多様な学びの充実と学校における働き方改革の一層の推進が

求められ、この先 10年の教育を取り巻く環境は、これまで以上に複雑さを増す状況になると予

想されます。 
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２ 国や東京都の教育政策動向 

 

（１）学習指導要領の改訂 

○ 現在の学習指導要領は、幼稚園は平成 30（2018）年度、小学校は令和２（2020）年度、中学

校は令和３（2021）年度から全面実施となっています。 

○ よりよい学校教育を通して、よりよい社会を創るという理念を学校と社会が共有し、それぞ

れの学校が、社会との連携･協働により、これからの社会を創り出していく子どもに必要な資

質・能力をはぐくむ「社会に開かれた教育課程」の実現をめざしています。 

○ 子どもに必要な資質・能力を明確化し、「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力等」「学び

に向かう力、人間性等」の三つの柱に整理しています。授業の方法や技術の改善のみを意図

するものではなく、子どもの「学び」そのものが、能動的で意味があるものとなるよう「主

体的・対話的で深い学び」の視点から授業をよりよくしていくことが求められています。各

学校が地域の実情等を踏まえて設定する学校教育目標を実現するために、教育課程に基づき

組織的かつ計画的に教育活動の質の向上を図っていく「カリキュラム・マネジメント」の実

現が求められています。  

図 11：「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について（諮問）_参考資料」（文部科学省）よ
り引用 
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（２）令和の日本型学校教育 

○ 中央教育審議会は、文部科学大臣から「新しい時代の初等中等教育の在り方について」諮問

されたことを受け、2020年代を通じて実現をめざす新しい時代を見据えた学校教育の姿を令

和３（2021）年に答申しています。 

○ 社会が複雑かつ将来の予測が困難な中、学校教育環境が抱える課題に対応し、子どもの資質・

能力を確実に育成するために、新学習指導要領の着実な実施が重要であるとしたうえで、多

様な子どもを誰一人取り残すことのない個別最適な学びと協働的な学びを一体的に充実する

ことが重要であるとしています。 

 

 

 

  

図 12：「中央教育審議会「「令和の日本型学校教育」の構築を目指して（答申）」【総論解説】」（文部科学
省）より引用 
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（３）第４期教育振興基本計画 

○ 令和５（2023）年６月に示された国の第４期教育振興基本計画では、Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０

時代に向けて、「デジタル」と「リアル」の最適な組み合わせによる学びやあらゆる教育段階

が連続性・一貫性をもち、社会ニーズに応えていく教育の方向性を示しています。 

○ 2040年以降の社会を見据えた教育政策として、「持続可能な社会の創り手の育成」と「日本社

会に根差したウェルビーイングの向上」をコンセプトとして掲げています。 

○ このコンセプトを踏まえ、今後の教育政策に関する５つの基本的な方針と 16の目標を設定し

ています。 

 

■ ５つの基本的な方針 

1 グローバル化する社会の持続的な発展に向けて学び続ける人材の育成 

2 誰一人取り残されず、全ての人の可能性を引き出す共生社会の実現に向けた教育の推進 

3 地域や家庭でともに学び支え合う社会の実現に向けた教育の推進 

4 教育デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の推進 

5 計画の実効性確保のための基盤整備・対話 

 

■ 16の目標 

1 確かな学力の育成、幅広い知識と教養・専門

的能力・職業実践力の育成 

9 学校・家庭・地域の連携・協働の推進による地域

の教育力の向上 

2 豊かな心の育成 10 地域コミュニティの基盤を支える社会教育の推

進 

3 健やかな体の育成、スポーツを通じた豊か

な心身の育成 

11 教育ＤＸの推進・デジタル人材の育成 

4 グローバル社会における人材育成 12 指導体制・ＩＣＴ 環境の整備、教育研究基盤の強

化 

5 イノベーションを担う人材育成 13 経済的状況、地理的条件によらない質の高い学び

の確保 

6 主体的に社会の形成に参画する態度の育

成・規範意識の醸成 

14 ＮＰＯ・企業・地域団体等との連携・協働 

7 多様な教育ニーズへの対応と社会的包摂 15 安全・安心で質の高い教育研究環境の整備、児童

生徒等の安全確保 

8 生涯学び、活躍できる環境整備 16 各ステークホルダーとの対話を通じた計画策定・

フォローアップ 
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（４） 小中学校における教育課程の基準等のあり方検討 

○ 令和６（2024）年 12月、文部科学大臣は、中央教育審議会に「初等中等教育における教育課

程の基準等の在り方について」を諮問し、質の高い授業づくりに対する分かりやすい学習指

導要領のあり方や、多様な個性や特性、背景を有する子どもを包摂する柔軟な教育課程のあ

り方、学習指導要領を着実に実現するための方策などについて、審議が進められています。引

き続き、国の動向を注視しつつ、取組を推進していく必要があります。 

  

図 13：「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について（諮問のポイント：概要版）」（文部科学
省）より引用 
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（５）こども基本法 

○ 令和５（2023）年４月に施行されたこども基本法を踏まえ、子どもの権利利益の擁護を図り、

その最善の利益を実現できるよう教育に取り組むことが求められています。 

○ 地方公共団体は、子ども施策の策定・実施・評価にあたり、子どもや子育て当事者などの意

見を聴取して反映させるために必要な措置を講じることが求められています。 

 

（６）東京都教育ビジョン（第５次）   

○ 令和６（2024）年３月に策定された東京都教育ビジョン（第５次）は、全ての教育関係者の

「羅針盤」として、今後５年間の施策展開の方向性を３本の柱、12の基本的な方針により策

定されています。 

 

■ ３本の柱 

1 自ら未来を切り拓く力の育成 

2 誰ひとり取り残さないきめ細やか教育の充実 

3 子どもたちの学びを支える教職員・学校の力の強化 

 

■ 12の基本的な方針 

1 全ての児童・生徒に確かな学力を育む教育  7 教育のインクルージョンの推進 

2 Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０時代を切り拓くイノ

ベーション人材を育成する教育 

8 子供たちの心身の健やかな成長に向けたきめ細

かいサポートの充実 

3 グローバルに活躍する人材を育成する教育 9 家庭、地域・社会と学校とが連携・協働する教育

活動の推進 

4 主体的に社会の形成に参画する態度を育む

教育 

10 これからの教育を担う優れた教員の確保・育成  

5 豊かな心を育て、生命や人権を尊重する態

度を育む教育 

11 学校における働き方改革等の推進 

6 健やかな体を育て、健康で安全に生活する

力を育む教育 

12 質の高い教育を支える環境の整備 
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第３章 

これまでの取組の振り返り 

 

１ これからの社会を生き抜く力の育成 

２ 子どもの学びを保障する教育環境の整備 

３ 地域と共に学び合う教育の推進 

４ まとめ 
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本章では、ビジョン及びプラン策定にあたって、平成 28（2016）年度から現在に至るまでの

板橋区における教育活動の振り返りを行います。 

 

 

「板橋区授業スタンダード」の徹底や「読み解く力」の育成、ＩＣ

Ｔ環境の整備等により、基礎学力や英語力の向上が見られました。道

徳や学級活動等を通じた自分と向き合い、他者を認める経験により自

尊感情や自己肯定感が高められ、東京 2020 オリンピック・パラリン

ピック競技大会を契機に国際理解や地域貢献意識がはぐくまれまし

た。一方で、ＩＣＴのさらなる活用や不読率の改善、豊かな体験活動

の不足、児童・生徒の生活習慣の確立といった課題が残されており、

主体的・対話的で深い学びの充実が求められます。 

 

これからの社会を生

き抜く力の育成 

 

「ＳＴＥＰ ＵＰ教室」や日本語学級、教室以外の登校場所の整備、

学習支援事業の充実、保幼小中の接続強化、学校施設更新、「あいキ

ッズ」の拡充など、多様なニーズに応える取組が進みました。しかし、

個別支援が必要な子どもの増加と空き教室不足、教員の長時間労働、

居場所や支援拠点の地域偏在、中１ギャップといった環境整備・人的

体制整備の充実に取り組む必要があります。 

 

３ これまでの取組の振り返り 

 

子どもの学びを保障す

る教育環境の整備 

 

全小・中学校での「板橋区コミュニティ・スクール（ｉＣＳ）」の

導入をはじめ、青少年健全育成事業、ジュニアリーダーの育成、「ま

なぽーと」や中央図書館の整備など、世代を超えた交流と学びの場が

広がりました。また、家庭教育支援チーム等を通じた保護者支援も進

展しました。一方、ｉＣＳの学校間における取組格差や不読率の高さ、

保護者の孤立感といった課題が残り、地域の特色を生かした活動支援

や多様な交流機会の拡充が必要です。 

 

地域と共に学び合う

教育の推進 

 

令和 17（2035）年を見据え、個別最適な学びと協働的な学びの一

体的充実、学校以外の多様な学びの機会の確保、働き方改革、部活動

の地域移行の推進などを通じ、学校・家庭・地域・企業など多様な主

体が連携し、誰もが学び続け、一人ひとりが成長と幸せを実感できる

社会の実現をめざすことが求められます。 

 

まとめ 

 



第３章 これまでの取組の振り返り 
 

21 

１ これからの社会を生き抜く力の育成 

 

（１）確かな学力の定着・向上 

（成果） 

○ 区立小・中学校において、学力の定着・向上に向

け、「板橋区授業スタンダード 9」の徹底及び「読

み解く力 10の育成」に取り組み、全国学力・学習

状況調査において、全国平均正答率との差や無回

答率の改善など、一定の学力向上を図ることがで

きています（図 14,15）。 

○ ＧＩＧＡスクール構想の実現に向け、区立小・中

学校に一人一台端末の配備と高速大容量通信ネ

ットワーク整備、ＧＩＧＡスクール推進支援員の

配置など、ソフト・ハードの両側面からＩＣＴ環

境の整備・活用を推進してきました。 

○ 中学校卒業段階でＣＥＦＲ11 のＡ１レベル相当

（英検３級）以上の英語力をもつ生徒 50％以上を

目標としていましたが、令和５（2023）年に目標

を達成（52％）し、一定の英語力の向上が図られ

ています。 

（課題） 

○ 教科などの特質を踏まえ，具体的な学習内容や児

童・生徒の状況などに応じて、グループワークや

個別学習、ＩＣＴの活用など、多様な教育方法を

組み合わせた、主体的・対話的で深い学びの実践

は、社会経済的背景が困難な状況であっても各教

科の正答率が高い傾向がみられるとされており、

授業改善とそれが可能となる環境の充実が求め

られています 12。 

○ 現在、ＩＣＴ活用における学校間、教員間の格差

が生じてきているため、学校・区全体に効果的な取組を拡げていく必要があります。 

                                             
9  「①学習課題・めあての設定⇒②児童・生徒が自力で問題解決⇒③考えを共有し、集団で問題解決⇒④ま

とめ・振り返り」という学習の基本的な流れに沿った授業。 
10  教科書などの文章や図表などから読み取ったこと（認識 Input）を基にして、わかったこと、考えたこと、

（思考 Think）を相手に伝える力（表現 Output）。 
11  Common European Framework of Reference for Languages の略。外国語の学習・教授・評価のためのヨ

ーロッパ言語共通参照枠。 
12  「令和５年度 全国学力・学習状況調査 報告書・調査結果資料（国立教育政策研究所）」参照  

図 14 小学生平均正答率との差（全国学
力・学習状況調査） 

図 15 中学生平均正答率との差（全国学
力・学習状況調査） 

図 16 不読率（板橋区 読書についてのア
ンケート） 
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○ 学校図書館への司書配置や図書館サポーターの育成、「板橋区図書館を使った調べる学習コ

ンクール」などを実施し、児童・生徒が読書や本とふれる場所や機会を創出していますが、

不読率が上昇傾向にあります（図 16）。 

 

（２）豊かな人間性の育成 

（成果） 

○ 区立小・中学校では、自尊感情や自己肯定感を高

めるため、道徳や学級活動、総合的な学習の時間

など、学校生活を通じて、自分の考えを深めたり、

グループで話し合ったりする中で、自分と向き合

い、他者を認める経験を積み重ねています。 

○ 令和７（2025）年度「全国学力・学習状況調査」

では、「自分にはよいところがあると思う」という

設問に肯定的な回答をした割合が、平成 27（2015）年度と比較して、児童・生徒とともに

一定の改善がみられています（図 17）。 

○ 「板橋区いじめ防止対策基本方針」を定め、全区立学校園で、「学校いじめ防止基本方針」

を策定し、いじめの未然防止や早期発見・早期対応を図っています。 

○ 区立幼稚園及び区立小・中学校では、ＳＤＧｓの達成に向け、ＥＳＤを取り入れた環境教育

を教育課程に位置づけ、４歳から９年生（中学３年生）までの 11年間を通じた環境教育に

取り組んでいます。ユネスコスクール 13 に加盟する学校が７校になるなど、環境教育を特

色とする学校が出てきています。 

○ 職業や地域産業の深い理解を促す、主体的に自己の進路や選択・決定できるなど、社会人・

職業人としての自立をめざし、キャリア教育に取り組んでいます。平成 28（2016）年度に

は、アントレプレナーシップ教育 14の視点を取り入れ、令和２（2020）年度にはキャリア・

パスポートを導入し、キャリア形成を図っています。 

（課題） 

○ 主体的・対話的で深い学びに取り組んだ児童・生徒は、自己有用感が高い傾向が明らかにな

っており、取組の充実が求められています 15。 

○ 子どもが自由に遊べる、自然を感じられる場の減少や、核家族世帯の増加、地域との繋がり

の希薄化などにより、子どもが五感をフルに使って遊んだり、世代を超えた、多様な他者と

のコミュニケーションをとったりする直接・具体的で豊かな体験、本物にふれる機会が不

足しています。また、体験機会は、厳しい家庭環境にある子どもほど少ないため、学校での

体験活動の充実が求められます。 

                                             
13 ユネスコ憲章に示されたユネスコの理念を実現するため、平和や国際的な連携を実践する学校。 
14 起業家精神（チャレンジ精神、創造性、探究心など）と起業家的資質・能力（情報収集・分析力、判断力

実行力、リーダーシップ、コミュニケーション力など）を有する人材を育成する教育。 
15 「令和５年度 全国学力・学習状況調査 報告書・調査結果資料（国立教育政策研究所）」参照 

図 17 自分には良いところがあると思う
割合（全国学力・学習状況調査） 

（％） 
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○ 引き続き、安心・安全に学校生活を送るための、いじめの発生や深刻化の予防に取り組んで

いく必要があります。 

○ 校則など学校のルールの見直しを児童・生徒の意見を取り入れながら行うなど、こども基

本法に基づく、子どもの権利などの理解を促進する必要があります。 

 

（３）東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした教育の推進 

（成果） 

○ スポーツを通じた健康・体力の向上はもちろ

ん、国際協調の必要性が増大している中で、

「スポーツと国際交流」、「伝統・文化の理

解」、「高齢者・障がい者との触れ合い」、「ボ

ランティア等の体験学習」などに関連した取

組を進めてきました。 

○ 「全国学力・学習状況調査」では、「地域や社

会をよくするために何かしてみたいと思う」

と回答した割合が、中学校では上昇傾向とな

っています（図 18）。 

（課題） 

○ 東京都では、運動やスポーツをすることが好

きな割合は、男子と比較して女子が低い傾向

にあります（図 19）。また、板橋区では、朝食

を食べない割合が、小学校よりも中学校が高

い傾向にあります（図 20）。 

○ 引き続き、スポーツ・国際交流・共生社会の

推進や児童・生徒の生活習慣の確立に向けた

取組が求められます。 

  

図 18 地域や社会をよくするために何かしてみ
たいと思う割合（全国学力・学習状況調査） 

図 19 運動やスポーツをすることが好きな割合
（板橋区）（東京都児童・生徒体力・運動能力、
生活・運動習慣等調査） 

（％） 

（％） 

図20 朝食を食べると回答した割合（全国学力・
学習状況調査） 

（％） 
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２ 子どもの学びを保障する教育環境の整備 

 

（４）誰もが希望する質の高い教育を受けられる環境の整備 

（成果） 

○ 個別支援が必要な児童・生徒に向けた環境整備と

して、特別支援教室（ＳＴＥＰ ＵＰ教室（情緒

障がい等））や日本語学級の設置、校内における

教室以外の居場所の整備、支援員の配置などに取

り組んできました。 

○ 令和５（2023）年度より全区立小中学校に、教室

とは別の登校場所を設け、教室に入ることが難

しい児童・生徒が、興味・関心があることをし

ながら時間を過ごすことができる環境の整備に

取り組んでいます。 

○ 学習の場の提供、大学生などのボランティアによ

る学習支援、相談・交流、学びを通した居場所づ

くりとして、中高生勉強会 「学び i（あい）プレ

イス」を実施しています。 

○ 「板橋区立学校における働き方改革推進プラン」

に基づき、教員が心身の健康を保持し、「誇り」

と「やりがい」をもって専門性を発揮でき、教育

に専念できる環境を整えることにより、児童・

生徒に対する教育の質の向上を図れるよう取組

の改善・充実を進めています。 

（課題） 

○ 個別支援が必要な子どもが増加しており、すべて

の子どもの学びを保障することが求められてい

ます（図 21、22）。一方、35人学級の導入などに

より、新たな特別支援学級や日本語学級の設置の

ための空き教室の確保が課題となっています。 

○ 校内における教室以外の居場所は、場所の確保

に加え、見守りができる人的体制の整備を進める必要があります。 

○ 学びｉプレイスについては、全体的に利用者の減少傾向が見られるため、効果的な事業周知

が求められます。 

○ 学校が担う分野・機能の多様化により、教員の業務量増大、長時間労働、メンタルヘルスの

不調など、教員が本来業務に専念できていないことが社会問題化しています。教員の長時間

図 21 特別支援教室(情緒障がい等)児童・生
徒数（教育委員会事務局調べ） 

図 22 不登校児童・生徒数出現率（児童生徒
の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に
関する調査） 

図 23 時間外在校等時間が 45 時間を超え
る教員数の割合（教育委員会事務局調べ） 

（人） 

（％） 

（％） 
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労働は、依然として時間外在校時間が月 45 時間を超える教員が一定数いる状況にあります

（図 23）。 

○ 教員が心身ともに充実し、研修や学びの時間が十分に確保され、自己の資質・能力などを高

め、誇りとやりがいをもって、子どもに寄り添うことができる環境を整備していく必要があ

ります。 

 

（５）保幼小中のつながりのある教育の実現 

（成果） 

○ 学校段階間における教育課題に対応するため、

「学びのエリア 16」を設定し、エリアごとに共

通の「めざす子ども像」を設定・共有するとと

もに、その実現に向けて９年間を見通した教育

課程を編成しています。 

○ 私立幼稚園長会・私立保育園長会を通じて、「ア

プローチカリキュラム 17」の概要及び実践の周

知を行い、保幼小の円滑な接続に向けた取組を

進めています。 

○ 「近隣等の学校と、教科の教育課程の接続や、

教科に関する共通の目標設定等、教育課程に関

する共通の取組を行った割合」が８割を超え、

良好な結果となっています（図 24）。 

（課題） 

○ 幼児教育・保育施設から小学校への円滑な接続に向けて、幼児教育・保育施設の公立・私立、

施設類型を越えた連携の充実を図り、小学校における学びに加え、あいキッズなどを含めた

生活全般においてつまずきの解消に取り組むことが重要です。 

○ 小学校から中学校へ進学する際、新しい環境での学習や生活に不適応を起こす、いわゆる中

１ギャップへの対応が求められています。 

 

 

 

 

 

 

              

16 22 の中学校区ごとに分けた、区立幼・小・中学校のグループのこと。学びのエリアを核とした小中一貫教
育を推進している。 

17 幼児期の遊びや生活を通した一体的な学びと、小学校の教科などの学習を円滑に接続するための指導計画。 

図 24 前年度までに、近隣等の学校と、教科の
教育課程の接続や、教科に関する共通の目標設
定等、教育課程に関する共通の取組を行った割
合（全国学力・学習状況調査） 

（％） 
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（６）安心・安全な教育の推進と学校環境の整備 

（成果） 

○ 「いたばし魅力ある学校づくりプラン」に基づき、学校施設の老朽化と教育機能の向上に対

応するための施設整備、集団としての教育機能が最大限に発揮される学校規模をめざす適正

規模・適正配置を一体的に取り組んでいます。 

○ 子どもが安全にスマートフォンなどの情報端末を活用できるよう、家庭内で話し合いルー

ル作りを促すことを目的に、ルール作りの指針を示したリーフレットを作成・配布するな

ど、子どもを取り巻く危険から身を守るための教育や啓発を行っています。 

○ 区内の小学生を対象に、学校内で楽しく安全に過ごすことのできる放課後の居場所を提供

することを目的として、放課後子ども教室と放課後児童クラブを校内交流型で運営する、

放課後対策事業「あいキッズ」を実施しています。 

（課題） 

○ 今後も、時代のニーズに合った学校づくりに

ついて、学校や保護者、地域関係者との連携

を図りながら、老朽化した小・中学校（図 25、

26）の計画的な整備や、多様な教育ニーズに

対応し、児童・生徒が安心・安全に生活する

ための教育を推進していく必要があります。 

○ 「あいキッズ」の利用率は、学年が上がるに

つれて減少傾向（図 27）にあり、放課後の居

場所の創出という観点で、高学年の利用者に

とっても過ごしやすい環境整備を推進する

必要があります。  

  

図 25 建築年代別学校施設整備状況（小学校）
（教育委員会事務局調べ） 

図 26 建築年代別学校施設整備状況（中学校）
（教育委員会事務局調べ） 

（校） 

（校） 

図 27 令和５年度あいキッズ学年別利用率（教
育委員会事務局調べ） 

（校） 
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３ 地域と共に学び合う教育の推進 
 

（７）地域による学び支援活動の促進 

（成果） 

○ 令和２（2020）年度に区内全小・中学校に「板

橋区コミュニティ・スクール（ｉＣＳ）18」を

導入し、「地域とともにある学校」の実現に取

り組んでいます。「全国学力・学習状況調査」

では、「コミュニティ・スクールや地域学校協

働活動等の取組によって、学校と地域や保護

者の相互理解が深まった」と回答した学校の

割合が高水準で推移しています（図 28）。 

○ 地域コミュニティを基盤とした青少年健全

育成事業などを実施し、地域行事やボランテ

ィア活動など、地域ぐるみで青少年の健やか

な成長を促す取組を行っています。コロナ禍

で活動が制限された時期もありましたが、令

和４（2022）年度以降は参加者数も回復し、活

発な活動が行われています（図 29）。子どもの

多様な体験機会の確保の観点からも地域によ

る学び支援活動が一層重要になってきていま

す。 

○ 子どもの地域活動への主体的な参加に資す

るジュニアリーダーを、様々な体験の場や人

との関わりを通じ、将来の地域活動の担い手

として育成しており、令和６（2024）年度には

706 人のジュニアリーダーが地域で活躍して

います（図 30）。 

（課題） 

○ ｉＣＳでは、取組状況に学校間で差が生じて

いるため、各校の地域特性などを生かした個

性豊かな取組支援の充実を図る必要があり

ます。 

 

 

              
18 「コミュニティ・スクール委員会」と「学校地域支援本部」を両輪・協働の関係で運営する仕組み。 

図 28 「コミュニティ・スクールや地域学校協
働活動等の取組によって、学校と地域や保護
者の相互理解が深まった」と回答した学校の
割合（全国学力・学習状況調査） 

図 29 青少年健全育成地区委員会事業述べ参加
者数（教育委員会事務局調べ） 

図 30 ジュニアリーダー数（教育委員会事務局
調べ） 

（人） 

（人） 

（％） 
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（８）生涯学習社会へ向けた取組の充実 

（成果） 

○ 主体的に学び活動できる生涯学習の拠点として、生涯学習センターを開設し、中高生・若者

の活動や学習支援の場、居場所として、「ｉ－ｙｏｕｔｈ」を実施するなど、世代を越えて

地域の人々がつながり、関わり合う「居場所」の創出を図っています。 

○ 区民の学習ニーズに応え、地域社会における活動を促進するため、板橋グリーンカレッジを

開校しています。 

○ 図書館資料の充実やＩＣＴの導入を図り、多様な区民ニーズに応える施設として、令和３

（2021）年に中央図書館がリニューアルオープンしました。公園一体型図書館として、乳幼

児期から本にふれ、成長に合わせた読書活動を行える資料を提供しています。また、いたば

しボローニャ絵本館が併設されており、「絵本のまち板橋」の発信拠点の一つとして、国内

外の絵本を活かした事業を進めています。 

○ かけがえのない財産である板橋区の歴史や文化の理解に欠くことのできない文化財の保存

と活用を着実に進めるため、新たに 27 件を板橋区の文化財に指定・登録しました。また、

平成 29（2017）年に「陸軍板橋火薬製造所跡」が国の史跡に認定、平成 30（2018）年に旧

粕谷家住宅、令和６（2024）年に相模流里神楽（保持団体：萩原由郎社中）が東京都の文化

財に指定されました。 

（課題） 

○ 一人ひとりの学ぶ時期や進路が複線化する人生のマルチステージモデルへの転換が予測さ

れる中で、新たな知識やスキルの習得（社会人の学び直し）、ライフステージの変化（就職、

結婚、出産、育児、介護、病気、退職など）に応じて生じる様々な悩みに関する学びなど，

生涯学習の必要性が高まっています。 

○ ｉ－ｙｏｕｔｈは、実施場所が区内２か所のみであるため、地域の実情を踏まえた、拡大が

求められます。 

○ 小・中学生の不読率が上昇傾向にあり、読書習慣について課題があります。子どもの視点に

立った取組の強化や本に自然にふれあえる環境づくり、電子図書館の充実など多様な区民

ニーズへの対応が求められています。 

○ 板橋区の文化財の中には、未調査のものも少なくなく、調査・研究を進め、地域の歴史を明

らかにし、適切な形で保存・継承していく必要があります。また、文化財を地域振興やまち

づくりにつながるような地域の大切な資源ととらえ、文化財の価値や魅力を高めていく視

点も求められています。  
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（９）家庭における教育力向上への支援 

（成果）  

○ 保護者の抱える複雑化・多様化した課題への対応を支援する「家庭教育学級」や、親子で一

緒に考え取り組むきっかけを提供する「生活習慣チェックシート」を通じ、子育ての不安や

悩みの軽減、親子のコミュニケーションの活性化を図っています。 

○ 平成 30（2018）年度に、不登校児童・生徒とその保護者への日常的な支援活動を行う「家

庭教育支援チーム」を開始し、令和４（2022）年度には、区内全域に拡大し、保護者の子育

てに対する不安感や負担感の解消、家庭や子どもの孤立化防止を図っています。 

（課題） 

○ 核家族化の進行と地域社会のつながりの希

薄化により、孤独感を感じている保護者が少

なくありません。また、共働き世帯が増加し、

育児に費やす時間が減少することで、子ども

の健全な発達への影響が危惧されています。

さらに、情報化の進展により、様々な育児情

報へのアクセスが容易となる中、適切な情

報を取捨選択できず、不安を感じている保

護者もいます（図 31）。 

○ 引き続き、アンケート調査を経て保護者のニーズを的確に把握することに加え、保護者や家

庭環境を取り巻く状況にも注視し、それらを踏まえた事業展開をすることで、子どもの自立

心を培いつつ、子どもや家庭の孤立を防止し、家庭における教育力を高めていく必要があり

ます。 

 

  

図 31 子育てにおいて不安や悩みなどがあるか
を問う設問（板橋区子ども・子育て支援に関す
るニーズ調査（令和６年３月）） 
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（１０）全ての方向性に共通する事業 

（成果） 

○ 教育広報「教育の板橋」や「いたばし教育チャンネル」、板橋区のホームページなどを活用

し、区民や保護者に向けて情報発信を行ってきました。 

○ 学校や社会教育施設で、教育施策や課題について、区民、保護者とともに話し合う「身近な

教育委員会」を実施し、板橋区全体で教育について考える機会をつくってきました。 

○ 「板橋区シティプロモーション戦略」に基づき、中央図書館・ボローニャ絵本館を中心とし

ながら、クリエイター支援や地域・企業などとの連携を通して、「絵本のまち板橋」のブラ

ンド力強化を図ってきました。 

（課題） 

○ 単なる情報発信にとどまらず、目的に応じたターゲットに情報が確実に届くよう、効果的な

情報発信が求められます。 

○ 板橋区のブランド力向上を図るため、全庁で戦略的に取り組む「絵本のまち板橋」のブラン

ド力の強化に向けて教育委員会全体でさらに取り組んでいく必要があります。 
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４ まとめ 

 

 

 

 

 

 

 

板橋区では、「教育の板橋」の実現に向けて、多岐にわたる教育施策を推進してきました。基礎

学力の向上や特別支援教育の充実、保幼小中の連携強化、放課後の居場所創出、学校と地域の協働

体制の構築、中央図書館を中心とした読書活動の推進など、様々な取組を展開してきました。これ

らは着実に成果を上げていますが、令和 17（2035）年を見据えると、さらなる充実と変革が必要

な分野があります。 

まず、学校教育だけでなく、生涯学習においても、個々のニーズに合わせた学習と、誰もが学

び、教え合う、「個別最適な学び・協働的な学びの一体的充実」が大切です。ＡＩを含めたＩＣＴ

の活用や環境変化を見据えた柔軟な施設の整備を進めながら、個人の興味・関心や学習進度に応

じた多様な学びを提供し、各々の幸せな人生の実現を支援することが必要です。 

また、不登校児童・生徒、特別支援学級などに在籍する児童・生徒、外国籍及び日本語指導を必

要とする児童・生徒などに対する支援の充実だけでなく、子どもの特性や背景によらず、多様な一

人ひとりの状況に対応し、学びを継続させる必要があります。そのためには、教育に関わる様々な

主体が連携・協働しながら、学校以外の多様な学びの機会を提供することが重要です。同時に、学

校以外の場での学びの価値を社会全体で認め、支援する体制づくりが求められます。 

子どもの幸せな成長を支える教員の働き方改革も重要です。ＩＣＴを活用して、業務を効率化

したり、外部の専門家や地域社会と連携したりすることで、持続可能な教育の仕組みづくりを進

めていくことが求められています。特に、部活動の地域移行は、学校と地域社会のつながりを深め

るチャンスです。地域の部活動を応援する方々と連携することで、生徒の多様な活動機会を提供

しつつ、教員の負担を軽減し、生涯にわたるスポーツや文化の基礎を築くことができます。 

社会が急速に変化する中で、継続的に学び、スキルを更新することの重要性が増しています。学

校教育では、生涯学習の基礎となる自ら学ぶ力をはぐくむことが、社会人教育では、「リカレント

教育」や「リスキリング」の機会の提供が重要です。 

これらの課題に取り組むためには、学校、家庭、地域、企業、ＮＰＯなど、多様な主体が協力し

合うことが大切です。また、ＩＣＴの活用や柔軟な制度設計によって、誰もが学び続け、幸せを追

求できる社会の実現をめざす必要があります。 

教育の変革は、個人の幸福と社会の発展の両面に貢献する重要な課題です。従来の枠組みにと

らわれない、一人ひとりが成長と幸せを感じられるまちの実現が求められています。  
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本章では、令和８（2026）年度から 10年間の施策体系とその施策を推進するための３年間の

アクションプランについて掲載しています。 

 

 

基本構想で掲げる教育の将来の姿の実現に向けて、教育大綱で施策

の方向性を示し、ビジョンで中長期的な施策体系を定め、総合的・計

画的に推進していく指針とし、プランで具体的な事務事業を示す体系

としています。 

 

計画の全体像 

 

「教育は人が幸せに生きるためにあります～教育を通して、学ぶ喜

びや成長する喜び、人とつながる喜びを感じられる一人ひとりの生涯

～」を板橋区の教育施策に関わるすべての人が共有する最も大切な考

え方として位置づけます。 

すべての教育施策を通じて、区民一人ひとりが学び教え合う中で、

５つのチカラ（（「自分らしく進むチカラ」「認め合って生きるチカラ」

「つながり助け合うチカラ」「自ら行動を起こすチカラ」「ゼロから切

り拓くチカラ」）をはぐくみ、いたばし全体を学びのキャンパスへと

広げる「ＭＩＲＡＩ ＳＣＨＯＯＬ いたばし」をめざします。 

また、５つの行動指針（「違いを認める」「選択肢を増やす」「余白

をつくる」「子どもも大人も社会の一員」「つなぐ、つながる、つなげ

る」）に基づいた教育活動を通して、学ぶ喜びや成長する喜び、多様

な他者とつながる喜びを感じられる板橋区の実現に取り組んでいき

ます。 

 

４ これからの板橋区の教育 

 

基本的な考え方・方向

性 

 

ビジョンは、計画期間を令和８（2026）年度から令和 17（2035）年

度までの 10 年間とし、13 の施策を策定しています。また、令和８

（2026）年度～令和 10（2028）年度の３年間において、46の具体的

な事業を計画事業として実施するアクションプランを立てています。 

施策及び事務事業 
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１ 計画の全体像 

板橋区では、基本構想で掲げる区がめざす

教育の将来の姿を、教育分野における最上位

概念として位置づけ、その実現に向けて、教

育大綱で施策の方向性を示しています。 

さらに、板橋区教育委員会では、ビジョン

で中長期的な施策体系を定め、総合的・計画

的に推進していく指針とし、プランで具体的

な事務事業を示す体系としています。 

         

 

 

 

２ 基本構想がめざす教育の将来の姿 

 板橋区では、概ね 10 年後を想定した板橋の将来像（「めざす姿」）として「未来をひらく 緑と文

化のかがやくまち“板橋”」を掲げています。板橋の将来像を実現するため、９つの視点から具体化

した将来像につながる「９つの姿」の中で、教育分野がめざす将来の姿が示されています。 

 

 

  

図 32 計画の全体像  

                 

 子どもから大人まで、あたたかなこころをはぐくむためには、生涯を通じて学び続け、成長

を実感することで幸せを感じられるまちづくりを進めることが大切です。学びを通じて成長

と幸せを実感できるまちをめざします。 

 

 子どもが、一人ひとりの違いを認め、様々な価値観を持つ人と協働しながら、自分のよさや

可能性を伸ばしています。また、それぞれの望む未来に向けた学びを選択し、豊かな経験を積

み重ねながら成長し、幸せを実感しています。 

 すべての子どもの学びを保障するために、子どもを支える様々な主体が連携・協働し、子ど

もが安心・安全に学び、成長できる環境を創り出しています。また、様々な体験機会を提供し、

子どもの豊かな心をはぐくむことで、子どもの未来の選択肢を増やし、可能性をひろげていま

す。 

 多様な学びを通じて、子どもも大人も生涯を通じて教え、学び合うことで、人と人、人とま

ちがつながり、人と社会の幸せが実現しています。 

学びを通じて成長と幸せを実感できるまち 
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多様な学びとは 

○ これからの板橋区は、「多様な学び」の実現をめざしていきます。これは、生涯学習社会の実現に

もつながる重要な要素です。多様な学びは、学ぶ内容、方法、場所の三つの観点から考えることが

できます。 

○ まず、学ぶ内容の多様化です。子どもから大人まですべての区民が社会の変化に柔軟に対応し、

新たな価値を創造するためには、より幅広い知識とスキルの習得が不可欠です。科学技術の革新、

グローバル化による異文化理解、環境問題への対応、豊かな感性をはぐくむ芸術など、多様な分

野の学びが、一人ひとりの可能性を広げ、社会を生きる力をはぐくみます。  

○ 次に、学ぶ方法の多様化です。区民一人ひとりの学習スタイルや理解度に合わせて学ぶためには、

対面学習やオンライン学習、ワークショップ、フィールドワークなど、様々な方法を組み合わせ

ることが必要です。学びの方法が多様化することで、誰もが自身に合った方法で学ぶことが可能

になります。 

○ さらに、学ぶ場の多様化です。幅広い経験と出会いを提供するためには、学校や図書館、生涯学習

センター（まなぽーと）などの従来の学びの場に加えて、集会所や公園、民間施設、オンライン上

の学習環境など、様々な場で学ぶ環境を構築することが重要です。これにより、子どもから大人

まで、多様な環境でともに社会を創る一員として教え学び合い、多角的な視点をもつことができ

ます。 

○ これらの多様な学びを実現するためには、地域社会の多様な力を活かすことが重要です。学びの

場は、学校だけではありません。地域社会には、様々な知識や経験、スキルをもつ個人や団体が存

在します。板橋区が地域社会の多様な主体と連携・協働し、すべての世代を対象にした多様な学

びの機会を提供することで、より豊かな多様な学びの場を創出します。年齢や文化の違いを乗り

越え、区民がともに学び教え合う社会をめざします。 

○ 「多様な学び」の実現は、自己理解を深め、未来への可能性を広げるだけでなく、他者との違いを

尊重し、互いに支え合う社会を創造します。すなわち、個人の幸せと社会全体の幸せを調和させ

る重要な鍵となるのです。 
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３ 教育大綱 

 「２ 基本構想がめざす教育の将来の姿」の実現に向けて、これまでの取組に加え技術の発達や新

たなニーズなど教育を取り巻く環境の変化に対応する方向性を示すため、教育大綱を策定しました。 

私たちは、国際情勢の変動や社会経済の不安定化、生成ＡＩをはじめとした科学技術の飛躍的

な発展、長期的な気候変動など、将来の予測が困難な時代を生きています。また、グローバル化

や少子高齢化の進展に伴い、多様性への理解が求められています。 

子ども一人ひとりの姿は多様です。個々の状況に寄り添い、子どもの可能性を引き出し、伸ば

しながら、「誰一人取り残さない教育」を実現することが求められています。 

大人にとっても、時代の変化に対応するために、生涯学び続け、知識やスキルを更新すること

がこれまで以上に重要となっています。 

また、子どもを守られる存在としてとらえるのではなく、子どもも社会の一員としてともに考

え、ともに社会に参画していくことで、教育の価値はさらに高まります。 

こうした状況に対応するため、従来の枠組みを超えた、新しい学びの創造が必要です。この変

革の核となるのが、「多様な学び」の実現です。 

学びは、知識の習得だけでなく、スポーツや文化活動、地域との関わりなど、多岐にわたる体

験を通じて、自分を成長させ、世界を広げるものです。そうした学びは、教育の枠を超え、環

境・福祉・医療など多様な分野、地域・企業・ＮＰＯなど様々な主体との連携・協働により、可

能性が広がります。 

教育を通して、学びや成長、人とつながることによる喜びを感じられることが、一人ひとりの

生涯にわたる幸せにつながります。 

私たちは、板橋全体を学びのキャンパスと位置づけ、「学びを通じて、幸せと成長を実感でき

るまち」の実現をめざし、区民の皆さまとともに全力で取り組んでいきます。 

 

子どもの可能性を引き出し、伸ばす教育の実現に取り組みます 

○ 幼児期は、人格形成の重要な時期です。幼児期は、遊びを中心とした頭も心も体も動かす様々

な体験を通じて、思考力や豊かな感性、協同性などをはぐくみます。 

○ 小中学校では、発達の段階や特性、興味・関心に応じた学びを推進します。互いの違いを尊

重し、多様な仲間と協働して学ぶ機会を広げます。また、挑戦を積み重ねられる環境や実社

会に結びつく体験機会を提供し、子どもの自己肯定感や、やり抜く力、共感力など非認知能

力をはぐくみます。 

○ 子どもが新たな学びの段階に安心して踏み出せるよう、各学校段階をつなぐ切れ目のない教

育の充実に取り組んでいきます。 

○ 障がいや外国にルーツがある等、多様な背景を持つ子どもが、個のニーズに応じた質の高い

教育を受けられる環境づくりを進め、すべての子どもの未来の選択肢を広げていきます。 
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子どもの学びと成長を支える人や環境づくりに取り組みます 

○ 子どもの健やかな成長と学びを支えるため、専門人材や地域と連携し、子どもが安心・安全

に過ごせる多様な居場所を創出し、子どもが主体的に選べる環境をつくります。 

○ 教員が働きやすい環境づくりと教員が主体的に専門スキルを学び続けられる環境を整え、創

造的な学校経営を推進します。また、生成ＡＩなどのデジタル技術を適切に活用した学習空

間や、柔軟な学びを可能にする仕組みを整備し、地域に開かれた学校環境を構築することで、

未来志向型の学校環境の整備を進めていきます。 

○ 大人一人ひとりが持てる力を発揮し、家庭や地域、企業、ＮＰＯ、教育関連機関など多様な

主体と連携しながら、異年齢・異世代との学び合いを促進し、子どもが地域とのつながりや

社会の一員としての自覚と責任をはぐくむ環境づくりを支援します。 

 

生涯にわたり学び教え合えるしくみづくりに取り組みます 

○ 年齢や立場を超えて、誰もが学び続けられる環境を整えます。子どもも大人もともに成長す

るため、自分の言葉で気持ちや考えを表現する力を身につけ、地域の一員として、ともに学

び教え合う柔軟で開かれた環境をつくります。 

○ 想像力や創造性をはぐくみ、新たな世界をひろげる本や音楽、絵画などの多様な芸術に触れ

あい楽しむ環境をつくります。 

○ 先人が築いてきた歴史や伝統文化を尊重しながら、比類なき文化財を後世に継承するために

保存・活用し、さらに先端技術の活用による価値や魅力の向上を図っていきます。 

○ スポーツや文化・芸術による達成感や連帯感、精神的充実を通じて、心身の健康をはぐくみ、

自分らしい人生を実現するため、これらに親しめる環境整備に取り組んでいきます。 

 

教育活動を支える基盤づくりに取り組みます 

○ 板橋の豊かな自然や歴史、文化、モノづくりなどの地域資源を活かしつつ、あらゆる場で学

びの機会を充実させる取組を進めます。 

○ 板橋と交流のある外国都市とのつながりを大切にしながら、世界に視野を広げる教育機会の

充実に取り組んでいきます。 

○ 子どもの学ぶ権利の保障に向けた取組を進めていきます。 
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いたばし全体を学びのキャンパスに 

○ 現代社会は急速に変化・多様化していく時代であり、その中で学びの重要性はますます高まって

います。板橋区は、令和８（2026）年度からの 10 年間において、包括的かつ網羅的な教育のあり

方を模索し、未来への道筋を切り拓く取組として、「いたばし全体を学びのキャンパス（＝ＳＣＨ

ＯＯＬ）」と位置づけた教育活動を展開していきます。 

○ 「ＳＣＨＯＯＬ」は、古代ギリシャ語の「σχολή （ｓｋｈｏｌḗ  （スコーレ））」に由来し、余暇

や学び、学問のための場所を表します。現在、「ＳＣＨＯＯＬ」は、教育を行う機関や施設という

意味で「学校」をイメージすることが少なくありませんが、本計画では、「ＳＣＨＯＯＬ」を、広

く「学びの場」と捉えます。 

○ これからの教育を考えるにあたって、学校や生涯学習施設といった教育機関に限らず、まち全体

における学びを広く捉える視点が重要です。青少年健全育成活動や、豊かな自然の体験、モノづ

くり、防災や環境などの暮らしに直結する学び、文化・芸術・スポーツ活動、区民や専門職が協力

した地域の課題解決に向けた活動なども学びの一環として位置づけられます。様々な主体や内容、

方法を通じた学びが、地域社会を豊かにし、個々の成長を促します。 

○ 板橋区では、放課後の居場所として、放課後子ども教室と放課後児童クラブを校内交流型として

一体的に運営するあいキッズを推進しています。さらに、地域サポーターとの連携により、体験・

交流活動の充実にも取り組んでいます。こうした取組は、異なる分野や多様な主体との連携・協

働により実現しています。 

○ 区長部局が担う事業も含めた様々な事業や主体との連携・協働を推進することで、「いたばし全体

を学びのキャンパス」へと広げることをめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 33 「いたばし全体を学びのキャンパス」のイメージ 
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19 47 ページをご参照ください。  

図 34 「いたばし全体を学びのキャンパス」へと広げるためのロードマップ 19 
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４ ビジョンの基本的な考え方・方向性 

 板橋区教育委員会の、ビジョンの基本的な考え方・方向性、込めた想いを示します。 

（１）はじめに 

変化が激しく、将来の予測が困難な現代において、教育の重要性はかつてないほど高まってい

ます。従来の価値観が通用しなくなり、社会が大きく変化する中で、これまでの教育のあり方を

問い直し、何を大切にし、どこに革新をもたらしていく必要があるのかが、今日直面する最も重

要な課題となっています。 

○ 教育とは何か 

➢ 教育とは、教育基本法によると、「人を育てること」とされています。ある分野に精通し

ている人が学習者に知識や技能などを教え、学習者が教えられた内容を自ら深めていけ

るようになることが教育と考えます。この教育が、個人の成長だけでなく、社会全体の発

展と革新を支える礎となります。 

○ 学びとは何か 

➢ 学びとは、知識や技能などを習得するだけでなく、異なる価値観や視点と出会うことで思

考の枠組みが揺さぶられ、自分自身の考えとの「違い」に気付く過程です。多様な背景を

もつ人との関わり合いや対話を通した学びは、単一の「正解」にとどまらず、複数の可能

性を認める柔軟性をはぐくみます。学びは、相互作用を通じて進行する過程であり、自分

自身の変容を促します。 

○ 学校とは何か 

➢ 学校とは、すべての児童・生徒の学ぶ権利を保障し、多様な背景をもつ児童・生徒が集ま

り、教員の伴走のもと、体系的・継続的に学ぶ場所です。また、学校は人と安心・安全に

つながることができる居場所・セーフティネットとしての身体的、精神的な健康を保障す

る福祉的側面をもっています。さらに、学校は、地域コミュニティの中核として、世代を

超えた学びと交流の場としての側面もあわせもっています。 

○ 学力とは何か 

➢ 生涯にわたって、自ら学び続ける学びの基礎となるのが学力です。学力とは、単なる知識

の蓄積ではなく、基礎的な知識・技能に加え、思考力・判断力・表現力等や、自ら学習を

調整しながら粘り強く学習に取り組む態度などを含む総合的な能力をさします。これら

の要素が相互に作用し合うことで、変化に適応し、新たな課題に創造的に取り組む力が養

われます。学力を身に付けることが、社会において多様な人々と協働し、複雑な仕事に取

り組むために必要なスキル・能力の基盤となります。 

○ 地域教育力とは何か 

➢ 地域社会全体を学びの場（学び舎）として、多様な人々がつながり、関わり合いながら、

生涯にわたって学び成長することを意味します。 
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（２）最も大切にする考え方  

○ 「教育は人が幸せに生きるためにあります～教育を通して、学ぶ喜びや成長する喜び、人と

つながる喜びを感じられる一人ひとりの生涯～」を、板橋区の教育施策に関わるすべての人

が共有する最も大切な考え方として位置づけます。 

○ 教育は単に知識や技能を身に付けるものではありません。教育は、人々が幸せに生きるため

に、一人ひとりの豊かさと社会の持続的な発展を可能にします。 

○ 幸せとは、心が安らぎ、満ち足りていると感じられる状態と捉えており、この満ち足りた状

態を築くには、自分自身とどう向き合うか、そして、他者とどのような関係性を築くかが重

要となります。 

○ 先進国において、豊かさの捉え方が経済力だけでなく、精神的な満足感、健康など、幅広く

変化しています。それは、人々の幸せが、一人ひとりの実生活や感じ方に大きく依存するた

めと考えられます。 

○ そのような中、「ウェルビーイング（Ｗｅｌｌ－ｂｅｉｎｇ）」という考え方に注目が集まっ

ています 20。国の定義によると、「身体的・精神的・社会的に良い状態にあることをいい、短

期的な幸福のみならず、生きがいや人生の意義などの将来にわたる持続的な幸福を含む概念」

であり、自分の幸せだけでなく、個人を取り巻く、「場や地域、社会が幸せや豊かさを感じら

れる良い状態にあることも含む包括的な概念」とされています。 

○ 子どもの権利条約では、すべての子どもが守られる対象であるだけでなく、子ども自身が権

利をもつ主体であることを明確にしています。子どもが幸せを感じることは、社会全体の未

来を考える上で重要です。子どもの権利条約の理念を尊重し、実践することで、子どもが幸

せな人生を送ることができるようにしていきます。 

○ 教育を通して、学ぶ喜びや成長する喜び、多様な他者とつながる喜びを実感できるようにな

ると、人生の選択肢が広がります。この豊かな選択肢の中から自ら選び取ることで、一人ひ

とりが自分らしい人生を歩むことができます。さらに、個々の選択によって積み重ねられた

幸せを互いに認め合う中で、個人の幸せが周囲に広がり、次の世代につながっていくことに

より、社会全体を幸せにし、笑顔あふれる板橋区を創り出していきます。 

 

 

              
20 経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）の「ラーニング・コンパス 2030（学びの羅針盤 2030）」では、個人と社会

のウェルビーイングは「私たちの望む未来（Future We Want）」であり、社会のウェルビーイングは共通
の「目的地」とされている。  
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（３）私たち 21は何をめざすのか －ＭＩＲＡＩ ＳＣＨＯＯＬ いたばし－   

○ 私たちは、これまで教育がめざす将来像のキーワードとして、「自立・貢献・共生・創造」を

掲げて、教育活動を推進してきました。令和８（2026）年度からの 10年間は、多様な子ども・

大人、全ての人々に向けて、様々な学びを提供することを通して、学ぶ喜び、成長する喜び、

人とつながる喜びを感じられる一人ひとりの生涯を実現するため、「自立・貢献・共生・創造」

という４つに、「心のあり方（自己受容・他者信頼・他者貢献）」を加えた、５つのチカラ（自

分らしく進むチカラ（Motivation）、認め合って生きるチカラ（Inclusion）、つながり助け合

うチカラ（Relation）、自ら行動を起こすチカラ（Activation）、ゼロから切り拓くチカラ

（Innovation)）をはぐくみます。 

○ 社会が複雑化・多様化する中で、一人ひとりの幸せを実現するため、「心のあり方（自己受容・

他者信頼・他者貢献）」を意識した教育活動を行うことで、個々が自分の存在を肯定し、他者

と良好な関係を築き、他者へ貢献する心の状態をめざします。 

○ 自己受容とは、長所や短所を含めた自分を受け入れることです。教育において自己受容を促

すことで、自己肯定感が高まり、心理的安定感と幸福感が向上します。他者信頼とは、他人

を尊重し、信頼関係を築くことです。他者貢献とは、他人や社会に役立つ行動をすることで

す。教育で他者貢献をはぐくむことで、自己中心的な考え方から脱却し、協力や助け合いの

重要性を学びます。これらの要素がバランスよく組み合わされることで、自己肯定感をもち、

他者との協力や助け合いを大切にし、信頼関係を築きながら、社会に貢献していく力を養う

ことを新たにめざすこととし、５つのチカラとしました。 

○ すべての教育施策を通じて、区民一人ひとりが学び教え合う中で、５つのチカラをはぐくみ、

区のあらゆる場所で学びが生まれることによって、いたばし全体を学びのキャンパスへと広

げる「ＭＩＲＡＩ ＳＣＨＯＯＬ いたばし」をめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

  21 板橋区の教育施策に関わるすべての人。 



 

44 

  



第４章 これからの板橋区の教育 

 

45 

（４）私たちはどのように行動するのか 

「教育は人が幸せに生きるためにあります～教育を通して、学ぶ喜びや成長する喜び、人とつな

がる喜びを感じられる一人ひとりの生涯～」を実現するため、５つの行動指針に基づいて教育活動

に取り組みます。 

① 違いを認める 

○ 私たちは、ユニークな存在であり、外見や性格、特性、価値観も異なります。それぞれの個

性が集まることで、集団の多様性が生まれます。同時に、私たちは孤立して生きているわけ

ではなく、他者と関わり合う社会の中で生活しています。 

○ 学校園に通う子どもがいる一方で、不登校や長期欠席の子ども、障がいのある子ども、日本

語を母語としない子どもなど、それぞれが異なる背景や課題を抱えています。しかし、これ

らは一例に過ぎず、実際には、一人ひとりの状況は千差万別です。その違いは明確な境界線

ではなく、むしろグラデーションのように連続的に変化しています。 

○ 他者との違いを認め、一人ひとりが追求する幸せのかたち 22 に寄り添い、互いに支え合うこ

とで、お互いの自己肯定感や自己有用感を高めていきます。 

 

② 選択肢を増やす 

○ 多様性は、個人の成長と社会全体の繁栄に不可欠な要素であり、様々な背景をもつ個々の人々

がもつ個性や能力を信じ、尊重することが重要です。 

○ 学校園における子どもの多様性を包摂する必要があります。私たちは、脳や身体のつくりを

含め、誰ひとりとして同じ人間はいません。この事実を認識し、すべての子どもが学び続け

られる環境を提供するため、学習の方法や場所などの学びの多様性を尊重し、一人ひとりが

個性や能力に応じた学びを選択し、主体的に学ぶ環境をつくっていきます。 

○ 教室に通うことが困難な場合には、教室以外の校内の居場所やオンライン学習、フリースク

ールなどの多様な学びの選択肢が尊重され、その選択肢を安心して選択できる社会の実現に

向けた取組を推進します。 

 

 

                                            
22 その人が望む学びができている状態 
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○ 生涯学び続けるためには、学校環境だけにとどまらず、すべての区民が自分に合った学びの

スタイルを選択できる、その選択肢を尊重することが一人ひとりの幸せを実現するために求

められます。 

 

③ 余白をつくる 

○ 近年、学校教育を取り巻く環境は急速に変化しています。ＧＩＧＡスクール構想の実現によ

る一人一台端末の活用や高速大容量の通信ネットワークの整備などにより、教育のデジタル

化が加速しています。この変革は、教育のあり方そのものを大きく変えつつあり、現代社会で

求められる資質・能力を育成するため、教育ＩＣＴ機器の力を生かした「個別最適な学びと協

働的な学びの一体的な充実」について、教員の指導力向上を図ること、児童・生徒の情報活用

能力を確実に育成することが求められています。 

○ 一方で、日本の教員の勤務時間は国際的に見ても長く、新たな取組への時間確保が課題とな

っています。この状況を改善し、教育の質を向上させるためには、教育現場全体に「余白」を

つくることが不可欠です。 

○ ここでいう「余白」とは、空間的、時間的、心理的な余裕を意味します。空間的余白は、柔軟

な学習環境を提供し、子どもの学び方の幅を広げます。例えば、教室のレイアウト変更やオー

プンスペース 23の活用により、子どもの主体性をはぐくむ多様な学習形態が可能になります。

時間的余白は、教員の業務効率化だけでなく、子どもが自ら学び、じっくり考える時間を確保

することにもつながり、深い学びや主体的な学習を促進します。心理的余白は、子どもと教員

の双方に創造性を発揮する機会をもたらし、ストレス軽減とともに新しいアイデアや独創的

な思考をはぐくみます。 

 

④ 子どもも大人も社会の一員 

○ 人は生まれながらにして、潜在的な学習能力を備えており、自身がおかれた環境や経験から

学び、成長していきます。子どもは自ら進んで環境と関わり合う中で、学びを深めていきま

す。 

○ 大人は、子どもをただ支援する対象として捉えるのではなく、ともに社会を創る一員として

認識する必要があります。 子どももまた、大人と同じく社会の課題解決に取り組み、新しい

社会を創る可能性を秘めています。 

○ これからの社会に必要なのは、年齢による区分けを超えた、互いに学び合い、成長し合う関

係性です。学校、家庭、地域社会全体が一体となって、子どもを信頼し、任せ、委ねていく

ことが重要です。 

○ 子どもを守られるだけの存在として接するのではなく、その発達段階に応じた配慮を行いつ

つ、社会の一員として接することが求められます。子どもが、ともに考え、ともに社会参画

していく機会を保障していきます。                                            

23 85 ページをご参照ください。 
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⑤ つなぐ、つながる、つなげる 

○ 教育が直面する課題は複雑化・多様化しており、学校や教育委員会だけでは解決が困難な時

代にあります。そのような時代にあって、教育関係者だけでなく、福祉や医療関係者など、

多様な関係者と目標を共有し、協働する中で新しい価値を生む、「共創」が重要になっていま

す。 

○ 人と人、学校と地域、学校教育と社会教育。これらの点と点を結ぶことで、新たな化学反応

が期待できます。また、これまで接点がなかった、あるいは、十分に連携が取れていなかっ

たもの同士をつなぐことでも、さらなる相乗効果が期待できます。 

○ 区長部局も含めた組織横断的な連携も重要です。環境教育や福祉教育、防災教育など、教育

は区長部局が担う事業と高い親和性をもっています。この強みを活かして、地域団体や企業、

大学、ＮＰＯなど多様な主体との連携・協働も推進し、新しい学びの機会を創出する取組を

増やしていくことで、いたばし全体に学びが広がります 24。 

○ ともに学び成長する横の関係に加え、先代からの知識や知恵、知見を受け継ぎ、未来の世代

へと継承していく縦の関係も見据えた取組を展開することで、より広く、深いつながりをめ

ざします。 

○ 教育委員会を拠点に、区長部局や多様な主体と共に創り上げていく取組を通じて、５つのチ

カラをはぐくみ、いたばし全体を学びのキャンパスへと広げます。 

 

（５）ブランド戦略 

○ 基本構想が掲げる将来像「未来をひらく緑と文化のかがやくまち“板橋”」を実現していくた

めには、分野横断的かつ多角的なアプローチが不可欠です。従来の枠組みを超え、地域全体

を巻き込む新たな発想と行動が求められています。 

○ 教育委員会では、「ＭＩＲＡＩ ＳＣＨＯＯＬ いたばし」を板橋区の未来を象徴する板橋都市

ブランド 25として位置づけます。「ＭＩＲＡＩ ＳＣＨＯＯＬ いたばし」とは、すべての教育

施策を通じて、区民一人ひとりが教え学び合いながら、５つのチカラをはぐくみ、いたばし

全体を学びのキャンパスへと広げることをめざす学びの未来像です。 

○ 「ＭＩＲＡＩ ＳＣＨＯＯＬ いたばし」の実現に向け、区長部局や地域団体、企業、大学、

ＮＰＯなど多様な主体との連携・協働を推進し、新たな学びの機会を創出することによっ

て、区民一人ひとりの学びの幅を広げ、地域全体の魅力と創造性を高めます。 

○ ブランド戦略の「絵本のまち板橋」とも連動した取組を推進することで、板橋区の魅力を高

め、活気あふれるまちの実現をめざします。 

 

 

              
24 39 ページをご参照ください。 
25 「板橋」という名称を見聞きして想起・認識される特徴であり、ブランド構築にあたっての「このよ 

うに認識してほしい」という都市イメージ像（「板橋区シティプロモーション戦略 追録版」参照）。  
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コラム：「多様性」という表現について 

「多様性」という言葉が、私たちの社会でますます重要になっています。検討委員会においても、この「多様

性」が重要なテーマの一つとして活発に議論されました。 

多様性を尊重することは、一人ひとりの個性や選択を認めることです。多様性を追求する中でも、私たちが

共有すべき「核」となる部分が必要で、このバランスを見出すことが、これからの教育の課題といえるでしょう。 

不登校や特別支援教育、日本語指導など多様な教育的ニーズへの対応が求められる中で、検討委員会で

は、不登校児童・生徒への対応について多くのご意見をいただきました。 

板橋区では、学校に行かない・行けない児童・生徒に対して、「学校に登校する」という結果のみを目標とせ

ず、児童・生徒が豊かな人生を送れるよう、社会的自立をめざすことを重視する方針を取っています。学校に通

うことは社会的自立の一つの手段であり、それ以外の選択肢も認めていくという考え方です。 

一方で、多くの子どもや保護者にとって、学校での学びが依然として中心的な選択肢であることも事実です。

令和 17（2035）年を見据えたとき、私たちはこの現実と「多様な学び」の理想をどう調和させていけばよいので

しょうか。 

平成 28（2016）年、「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」が

制定され、学校以外の場所で行う多様な学習活動の重要性、不登校児童・生徒に対する支援や夜間中学にお

ける就学の機会の提供などが法律で規定されています。 

海外では、ホームスクーリングなど、学校以外の学びの場が広く認められている地域もあります。重要なの

は、どのような形であれ、子どもの学習権が確実に保障されることです。 

令和 17（2035）年に向けて、「原則、学校で学ぶ」という考え方から一歩進み、「どの道を選んでも、子ども

が社会的自立を果たせるよう学習権を保障する」という視点で教育活動を展開していく必要があるでしょう。 

この新しい考え方を実践するには、教育に関わるすべての人々の理解と協力が欠かせません。学校での学

びを充実させると同時に、学校以外の選択をする子どもにも等しく学ぶ機会を提供することが、一人ひとりの幸

せにつながるのです。 

多様性を認め、それぞれの選択を尊重しながら、すべての子どもの未来を支える。それが、これからの教育

のあり方ではないでしょうか。 
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５ 計画体系 

（１）計画全体の体系 
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（２）施策及び事務事業 
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６ 施策及び事務事業 

 

 

① 施策の方向性 

令和８（2026）年度～令和 17（2035）年度における施策の基本的な方向性を示しています。 

② 施策の成果指標 

令和８（2026）年度～令和 17（2035）年度における施策の達成度合いを把握するため、成果指

標を設定しています。 

③ 施策に連なる事業 

令和８（2026）年度～令和 10（2028）年度における施策の方向性に沿って実施する主な事業を

示しています。 
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１ 施策の方向性 

○ 幼児期は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要な時期です。近年の研究において、人生初期

の質の高い教育が、非認知能力の向上に寄与し、その時期の発達にとって重要であることや、そ

の後の人生において長期にわたって、学業達成や職業生活、家庭生活など多面的に良い効果をも

たらすことが明らかになっています。  

○ 幼児は、身の周りの大人が、かけがえのない存在として大切にすることにより、安心感を覚え、

自らの力でさまざまな活動に取り組み、成長に必要な体験をしていきます。そのため、幼児の幸

せを念頭に、遊びを中心とした主体的な学びや、異年齢との交流や自然体験など様々な経験の中

で、失敗と成功を積み重ねながら、自立心や思考力、豊かな感性、協同性などをはぐくみます。 

○ 幼児の自発的な活動としての遊びは、心と体のバランスを整えた発達の基礎を培うため、幼児が、

遊びそのものに夢中になって楽しめる豊かな時間となるよう、好奇心や探究心を刺激し、新しい

ことに挑戦できる環境づくりを展開していきます。 

○ 幼児と児童・生徒、地域の大人との日常的な交流を促進し、地域との関わりの中で、幼児が様々

な人やものと出会う豊かな体験機会をつくることで、幼児の成長につなげます。 

○ 近年、教育に関する情報源が多様化し、様々な情報に接する機会が増えています。このような状

況の中、幼児教育に関する正確で有用な知識や情報を提供し、保護者が自信をもち、安心して子

どもと関わることができるよう、必要な支援を行っていきます。 

○ 区立幼稚園は、区全体の幼児期における教育の標準園として、地域の実態に即した研究・実践に

取り組み、その成果を区全体に浸透させられるよう必要な支援を行っていきます。 

 

２ 施策の成果指標 

 項目 基準値 目標値 

R7 中間 R12 最終 R17 

１ 主体的に遊びに取り組む園児の割合 － 80％ 90％ 

２ 主体的な遊びを通した学びを意識して幼児教育を実施し

ている幼児教育施設の割合 

－ 50％ 75％ 
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３ 施策に連なる事業 

ＮＯ 001 事業 幼稚園等における豊かな遊びと体験の推進（学務課） 

内容 私立幼稚園における遊びや体験を通した特色ある幼児教育の取組を支援し、幼児教育の

取組を推進するとともに、幼児教育の重要性を未就学児の保護者に周知し、認知度の向上

を図ります。 

区立幼稚園における絵本の読み聞かせや身近な動植物とのふれあい、地域行事への参加、

高齢者とのふれあいなどを取り入れたアプローチカリキュラムの実践及び各幼児教育施設

への周知・啓発を通じて、各幼児教育施設における主体的な遊びを通した学びを意識した

幼児教育を推進します。 

公私立幼稚園における０～２歳の未就園児の預かりの実施を支援し、早期から幼児教育

にふれる機会の確保につなげます。 

年度

別 

計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

①読み聞かせなどの絵本に親しむ経験の充実 

②身近な動植物への親しみやふれあい 

③地域行事への参加や高齢者などとの交流の促進 

④区立幼稚園におけるアプローチカリキュラムの実践及び周知 

⑤すくわくプログラムの実施 

⑥公私立幼稚園におけるこども誰でも通園制度 

⑦多様な他者とのかかわりの機会の創出事業 

⑧私立幼稚園における遊びと体験を通した幼児教育推進事業 

 

ＮＯ 002 事業 私立幼稚園における幼児教育の質向上のための支援（学務課） 

内容 私立幼稚園における環境整備の支援により教育環境の維持・向上を図るほか、公私立幼

稚園の保育者に対する研修を通じた支援により保育者のスキルアップを図ります。  

私立幼稚園保護者の経済的負担軽減及び私立幼稚園の運営支援の取組を通じて、区内の

未就学児が安心して質の高い幼児教育を受けられる環境を整備します。 

年度

別 

計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

①環境整備費等補助金（31園） 

②要支援児教育補助金（23園） 

③私立幼稚園協会補助金を活用した研修実施（年３回） 

④要支援児教育研修実施（公私立合同：年３回、公立：年３回） 

⑤私立幼稚園保護者負担軽減の実施 

⑥私立幼稚園運営支援（区内私立幼稚園：31園） 
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コラム：雨を取り入れた遊び 

一日雨が降り続いていた日に、雨との出会いがありま

した。 

子どもたちは、ひっくり返したボウルやバケツに跳ね返

る雨粒を見たり、その音を聞いたりしています。 

「コン！」「ピシャッ！」耳を澄ませると、様々な音が聞こ

えてきます。子どもたちは肩をすくめて「また音が鳴っ

た！」、「おもしろい」と目を見合わせます。「雨の音楽会み

たいだね」と、自分の経験に近いイメージを言葉にしてつ

ぶやく姿もありました。 

見慣れた雨も視点を変えると、遊びにつながっていくのです。 
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１ 施策の方向性 

○ 就学前の子どもは、幼稚園や保育園、認定こども園など教育環境が異なります。就学前は、遊び

を中心とした活動ですが、就学以降は、区切られた時間の中で計画的な学びになります。一方、

小学校と中学校では、学級担任制や教科担任制といった授業形態の違いがあります。 

○ 小学校へ入学した子どもが、安心感をもって新しい生活に円滑に移行できるように、幼児教育・

保育施設と学校で、関係者との意見交換や合同研究などを実施し、相互の教育と連続性につい

て、理解を深めていきます。 

○ 小中一貫教育により、いわゆる「中 1ギャップ」の解消を図りながら、義務教育９年間を通じて

「生きて働く知識・技能の習得」「未知の状況にも対応できる思考力・判断力・表現力等の育成」

「学びを人生や社会に生かそうとする学びに向かう力、人間性等の涵養」を系統的・連続的に育

成します。また、学びのエリアを核とした、小学校と中学校の連携と地域教育力を基盤とした学

校づくりを推進します。 

 

２ 施策の成果指標  

 項目 基準値 目標値 

R7 中間 R12 最終 R17 

１ 幼児教育・保育施設と小学校の連携実施率 - 50％ 80％ 

２ 全国学力・学習状況調査平均正答率 +2.8％ +3％ +3％ 

３ 自分にはよいところがあると思う児童・生徒の割合 85％ 87％ 90％ 

※本施策における小中一貫教育の推進は、「施策１－３ 確かな学力の育成」及び「施策１－４ 豊か

な心と体の育成」と親和性の高い施策であるため、指標２～３は一部同じ指標を設定しています。 
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３ 施策に連なる事業 

ＮＯ 001 事業 幼稚園、保育園、認定こども園、小学校との連携促進（学務課、指導室、保

育運営課、保育サービス課） 

内容  区立幼稚園、区立保育園では、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿を見据えて、遊び

や体験を通して資質・能力をはぐくむためのアプローチカリキュラムを作成し、実践して

います。区立幼稚園における実践内容を、区内の幼稚園や保育園、認定こども園に周知す

ることで、各幼児教育・保育施設における保幼小接続の取組の普及・啓発を図ります。 

各幼児教育・保育施設と小学校間の交流や５歳児から小学校１年生までの架け橋期のカ

リキュラム作成などへの支援を通じて、幼児教育・保育施設と小学校間の交流活動の充実

を図ります。 

年度

別計

画 

令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

①区立幼稚園、区立保育園におけるアプローチカリキュラムの実践 

②区立幼稚園の取組内容の各幼児教育・保育施設への周知・啓発 

③各幼児教育・保育施設及び小学校間の交流活動の充実等の取組 

④区立小学校におけるスタートカリキュラムの実践 

 

ＮＯ 002 事業 小中一貫教育の推進（教育委員会事務局全課） 

内容 義務教育９年間の学びの系統性・連続性を踏まえ、学びのエリアにおける小中一貫によ

る教科横断的な学習（環境・キャリア・郷土愛などからテーマを設定する。）の推進と、小

学校での教科担任制を軸に、「主体的・対話的で深い学び」の充実と「中 1ギャップ」の解

消をめざし、小中一貫教育の推進を図ります。 

年度

別計

画 

令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

①全ての学校園における、イエナプラン教育 26の要素を取り入れた教育活動の展開 

②学びのエリアにおける、各学校が作成する単元配列表の共有 

③学びのエリアにおける環境、キャリア、郷土愛等をテーマにした、教科横断的な学習の

展開 

④令和 10年度の全小学校における教科担任制の完全実施に向けた、教科担任制導入校の取

組の支援及び好事例の周知 

⑤志村小・志四中：改築工事（２～４年目） 

⑥志村小：解体・整備設計（令和 10年度～） 

 

 

 

 

              

26 58ページをご参照ください。 
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コラム：イエナプラン教育について ～子ども一人ひとりが輝く学び～ 

「子どもを真ん中に据えた教育」。これは、板橋区が今後さらに力を入れていく教育の姿です。その一つの参

考になるのが「イエナプラン教育」です。イエナプラン教育の理念はとてもシンプルで、「人が幸せに生きるため

の教育」をめざすものです。 

板橋区では、これまで実施してきた既存の教育活動をイエナプラン教育の視点から捉え直し、その意義を考

え、改めて充実を図っていきます。 

例えば、イエナプラン教育では、「ブロックアワー」と呼ばれる自己選択型の学習を推進しています。これは、

「板橋区授業スタンダード S」の授業実践と重なります。また、イエナプラン教育で行う、異学年混合クラスでの

実践は、縦割り活動や、児童会、生徒会などの活動と重なります。すでに各学校園では、イエナプラン教育の要

素を取り入れた教育活動を創意工夫しながら、子どもが自分らしく学び合える環境づくりを進めています。 

イエナプラン教育は、特別な学校だけで実践するものではなく、公立学校でも実現可能な教育です。これか

らも板橋区は、子ども一人ひとりの可能性を伸ばし、「学びの多様性」があふれる学校づくりに挑戦していくとと

もに、「イエナプラン教育の要素を取り入れた教育活動」などを通して、小中一貫教育をさらに推進していきま

す。 
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１ 施策の方向性 

○ 急速に変化する社会において、子ども一人ひとりが幸せに生きるためには、自らが望む未来に向

かって社会へ挑み、切り拓いていくことが不可欠です。この基盤となるのが、生涯にわたって学

び続ける力の基礎となる学力です。 

○ 社会のグローバル化やデジタル化が進む中、これらの能力の重要性はますます高まっています。

生成ＡＩをはじめとした技術の発展により、単純作業や定型業務の多くが自動化される一方で、

創造性や問題解決能力、コミュニケーション能力の重要性が増しています。このような社会に対

応していくためにも、確かな学力の育成は極めて重要です。 

○ 家庭の社会経済的背景が学力と相関があることが明らかになっていますが、主体的・対話的で深

い学びの実践は、社会経済的背景が困難な状況であっても各教科の正答率が高い傾向がみられ

ます 27。そのため、主体的・対話的で深い学びの視点からの授業革新が必要です。 

○ 一人ひとりの特性や発達段階、学習到達度などに応じて、指導方法や教材、学習時間などを柔軟

に提供・設定する授業の実践・研究に取り組みます。これにより、一人ひとりに応じた学習活動

や学習課題を自己選択する学びへの転換を推進します。また、児童・生徒が主体的に課題を発見

し、クラスメイトだけでなく、異学年、地域の人、専門家なども含めた多様な人と協働しながら

探究的な学習を行います。ＩＣＴを最大限活用し、「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な

充実」を図り、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善につなげます。これらの取組

を通じて幼児期に発達した非認知能力を学童期以降にさらに伸ばすことにもつなげます。なお、

子どもアンケートでは、勉強や先生、友達とのかかわりでこれからの学校に期待することについ

て、「自分の興味のあることが学べること」と回答した割合が高く、児童・生徒の取組の充実を

求めており、施策の方向性と合致します。（112ページ参照） 

○ 各学校段階を通じた体系的・系統的なキャリア教育を充実させ、児童・生徒が自分の生き方や働

き方について、深く考えられるよう支援していきます。 

 

 

 

                                             

27 「令和５年度 全国学力・学習状況調査 報告書・調査結果資料（国立教育政策研究所）」参照 
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２ 施策の成果指標  

 項目 基準値 目標値 

R7 中間 R12 最終 R17 

１ 全国学力・学習状況調査平均正答率 +2.8％ +3％ +3％ 

２ 全国学力・学習状況調査 

児童・生徒意識調査(主体的に学ぶ力) 

+1.2％ +3％ +3％ 

３ 全国学力・学習状況調査 

児童・生徒意識調査(探究的な力) 

+1.1％ +3％ +3％ 

 

３ 施策に連なる事業 

ＮＯ 001 事業 個別最適な学びと協働的な学びの一体的充実（指導室、教育支援センター） 

内容 児童・生徒一人ひとりが、確かな学力を身に付けることができるよう、教科等指導専

門官による授業研究などを通じて、区立学校教員の授業力向上に取り組みます。学習指

導要領の改訂を見据え、新たな学びのあり方、情報活用能力の育成について、研究と実

践を進めます。各校の特色を活かし、ＩＣＴの活用や教科横断的な学び、自己調整の学

び、主体的に学習に取り組む基盤研究（教科センター方式 28）などに関わる研究主題を設

定します。実践研究を通して、新たな指導方法や評価方法を開発し、その成果を区内全

校に普及させることで、全体の学力向上をめざします。 

年度 

別 

計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

①全ての学校における、読み解く力を基盤とした板橋区授業スタンダード、板橋区授業

スタンダードＳの実施・推進 

②総合的な学習の時間等における探究的な学習の実施 

③区立学校教員の授業力向上につなげるための、教科等指導専門官による授業公開等の

実施 

④研究奨励校における、学校の特色や実態を踏まえた研究主題の設定及び研究の推進、 

研究成果の区内学校への還元 

⑤研究主題に即した、大学や専門機関の研究者のアドバイザー招聘 

⑥授業革新や研究に関する、他自治体などの先進的取組の情報収集 

⑦授業革新や研究に関する、ポータルサイトの整備・充実 

 

 

 

 

 

              

28 詳しくは、85ページをご参照ください。  
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ＮＯ 002 事業 国際理解教育の推進（指導室、文化・国際交流課） 

内容 子どもがグローバル社会でたくましく生き抜いていくため、「使える英語力」を身に付

け、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度などを育成します。 

また、異文化に対する開かれた意識などを醸成するため、外国人が自国の文化・習慣

を紹介したり、児童・生徒が自分で調べたりする出前講座を実施します。 

年度別

計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

①「使える英語力」を身に付けるための、デジタル教材・ＩＣＴ機器の活用推進 

②積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を養うための、ＡＬＴやオンライン

の活用、少人数英会話の充実 

③希望する学校などに対する外国人ボランティア・ＪＩＣＡによる出前講座の実施 
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コラム：板橋区授業スタンダードＳ 

－かけがえのない個性を生かし、生涯にわたって学び続ける力の育成－ 

ＧＩＧＡスクール構想により一人一台端末が整備され、授業の様子は大きく変わりました。一方で、生成ＡＩの

登場やグローバル化の一層の進展など、子どもを取り巻く社会もまた急速に変化しています。子どもには、激し

い変化が止まることのない社会で、自らの人生を舵取りする力を身に付けることが求められています。 

「板橋区授業スタンダードＳ」とは、児童・生徒が、自分に合った学習内容、方法、ペース、順序を自己選択、

自己決定し、学びを自己調整しながら進める学習過程のことです。「Ｓ」には、児童・生徒が自己選択できる

【Self】【Select】の「Ｓ」と、先生が児童・生徒の実態に合わせて選択する【Select】の「Ｓ」という意味が込めら

れています。 

子どもには、本来、「わかるようになりたい」「できるようになりたい」という学ぶ意欲が備わっていると考えま

す。一人ひとりがもつ多様な興味や関心、かけがえのない個性を生かして、生涯にわたって学び続ける力を身

に付けることができるよう、先生は、教えるべきことは確実に教えるとともに、児童・生徒の学びに寄り添って支

援する授業をめざしています。 

これからの社会 

少子高齢化 テクノロジーによるチャンス 

マルチステージの人生 

生成 AI等デジタル技術の発展 

グローバル化 

子どもにとって重要なこと 

 自らの人生を
舵取りする力

を身に付ける

こと 

持続可能な社

会の創り手と

なること 

豊かな可能性

を開花できる

こと 

初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について（令和６年１２月２５日中央教育審議会諮問）より 

児童・生徒の姿 

 

 

 

 
 

 

誰と学ぶか、どこで学ぶか、何で学ぶかなど、学習内

容、方法、ペース、順序を自分で決めたり、試行錯誤した

りしながら学びます。 

友達と学ぶ 好きな場所で学ぶ 本で学ぶ インターネットで学ぶ 

先生の姿 

 

 

 

 

 
 

教えるべきことは確実に教え

るとともに、児童・生徒の学

びに寄り添って支援します。 

一斉指導 個別の支援 
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コラム：「実践の探究」と「人の育成」で未来を拓く 

変化の激しい時代、一人ひとりの違いが輝く未来のために、板橋区の教育は挑戦を続けています。その鍵は、

未来と今をつなぎ、人と人がつながり、学びを子どもへつなげるアプローチにあります。 

一つは、未来の教育と今を「つなぐ」実践の探究です。 

その最前線が、未来の教育のパイロット校とも言える「研究奨励校」。「ＭＩＲＡＩ ＳＣＨＯＯＬ いたばし」の実現

に向け、今日的な課題を研究し、板橋区の教育の充実・発展につなげるための制度です。ここでは、ICT を駆使

した探究的な学びなど、新しい授業のあり方が日々研究・実践されています。 

もう一つは、その実践を一人ひとりの先生へ、そしてすべての子どもへ「つなげる」人の育成です。 

板橋区全体の教育力を高めるため、「教職員研修」が体系的に計画されています。キャリア段階に応じた研修

や、日々の授業に活かせる授業づくり実践研修、一人一台端末の効果的な活用をめざした ICT研修など、専門

性を高める多様な研修は、先生が互いにつながり、学び合う場です。このつながりを通して、先生一人ひとりが

子どもの主体性を引き出す伴走者となることをめざします。 

先進的な「実践の探究」と、それを支える「人材の育成」。この二つのアプローチが有機的に「つながる」ことで、

板橋の教育の新しい未来を創り出しているのです。 
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１ 施策の方向性 

○ 学びを支える基盤は、心身の健康です。信頼関係のある人間関係の中で、安心して、ありのまま

の自分を受け入れることで、自己肯定感や自己有用感を高め、学びの意欲を引き出します。ま

た、規則正しい生活習慣、バランスの取れた食事、質の高い睡眠、適度な運動が学習の質の向上

につながります。 

○ 道徳教育や特別活動などの取組と児童・生徒のウェルビーイングに相関があることが明らかに

なっています。道徳教育を通して、自己の大切さや他者を思いやる心、生命や人権を尊重する

心、他者との信頼関係を築く力、正義感や公正さを重んじる心など、児童・生徒の豊かな人間性

と社会性をはぐくみます。また、学級活動や運動会、部活動などの特別活動を通して、児童・生

徒が主体となって学級・学校文化を創る経験の充実を図ります。これらの経験を通じて、リーダ

ーシップや協調性、問題解決能力などをはぐくみます。 

○ 体験・交流活動の充実を図り、実際の社会で必要とされるスキルや知識を身に付け、将来におけ

る社会参加への準備を整えます。 

○ 生涯にわたって、健康で安全に生きるために、スポーツを通じて健康づくりや体力の向上に取り

組むとともに、学校・家庭・地域が連携して、運動やスポーツに親しむ習慣や意欲・能力をはぐ

くみます。また、児童・生徒が自分自身の健康に対する関心を高め、自ら健康を保持・増進しよ

うとする姿勢を養います。 

○ 子どもアンケートでは、勉強や先生、友達とのかかわりでこれからの学校に期待することについ

て、「自分が自分らしく、友達と仲良くいられる」「楽しく運動できる授業や活動がある」と回答

した割合が高い結果となっており、取組の充実が求められています（111ページ参照）。 

○ 児童・生徒や保護者が悩んだときに安心して相談できるよう、専門人材を活用した体制づくりや

児童・生徒のＳＯＳを早期に察知するための支援の推進、関係機関との連携強化を図ります。 

○ いじめは重大な人権侵害であり、どの子どもにも、どの学校にも起こりうるとの認識に立ち、学

校、家庭、地域や関係機関と連携協力し、いじめの未然防止、早期発見・対応・解決に取り組み

ます。 
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２ 施策の成果指標  

 項目 基準値 目標値 

R7 中間 R12 最終 R17 

１ 体育の授業が楽しいと回答する児童・生徒の割合 73.5％ 75％ 80％ 

２ 自分にはよいところがあると思う児童・生徒の割合 85％ 87％ 90％ 

３ 朝食を食べる習慣のある児童・生徒の割合 91.8％ 92％ 93％ 

 

３ 施策に連なる事業 

ＮＯ 001 事業 福祉教育 29の充実（指導室、障がい政策課、選挙管理委員会事務局） 

内容 板橋区においては、福祉教育の理念や主な目的を踏まえ、道徳教育及び人権教育を充実

させるとともに、各学校の特色に応じた総合的な学習の時間や学級活動の充実を図ること

で、人々が共に支え合い、誰もが安心して暮らせる社会の実現をめざします。 

また、障がい者、ユニバーサルデザインへの理解を深める取組や、若年層への選挙啓発

事業などを通じて、地域の課題を自分ごととしてとらえ、より多様な人々の声が反映され

る共生社会を実現していきます。 

年度 

別 

計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

①道徳教育の充実を図るための、道徳授業地区公開講座の実施、地域・保護者への道徳の

授業の公開 

②人権教育の充実を図るための、各校における人権教育年間指導計画に基づいた指導の展

開 

③多様な他者と話合いを通して合意形成を図ったり、課題を解決したりする力を育成する

ための「いたばし学級活動の日」の実施、地域や保護者への取組の公開 

④特別活動や総合的な学習の時間などを活用した、各校の特色に応じた体験活動の実施 

⑤障がい者への理解促進を図るため、出前講座の実施 

⑥ユニバーサルデザインの普及啓発活動の実施 

⑦選挙啓発事業（出前事業、模擬選挙、明るい選挙啓発ポスターコンクール）の実施 

 

 

 

 

 

 

              

29 多様な人々への理解と共生社会の実現に向けて、高齢者や障がい者、外国人など、さまざまな背景のある
人々がいることを知り、それぞれが抱える困難や気持ちに想像力を働かせ、偏見や差別をなくし、お互い
を尊重する心をはぐくむ教育。詳しくは 68 ページをご参照ください。  
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ＮＯ 002 事業 いじめの防止（指導室） 

内容 全区立学校で道徳教育や特別活動などを通じて、児童・生徒の豊かな人間性と社会性を

はぐくみ、いじめの正しい認知に基づいた的確な対応を徹底し、いじめの未然防止・早期

発見・早期対応を図ります。各校では、自校で策定するいじめ防止基本方針を見直すとと

もに、いじめ防止基本方針に則り、いじめの防止に努めます。 

年度

別計

画 

令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

①いじめの未然防止、早期発見・対応につなげるための、年間２回のＷＥＢＱＵ30の実施 

及び年間３回のいじめに関するアンケートの実施 

②いじめに係る研修会の充実のための、オンデマンドまたは校内研修用資料の作成・活用 

③「特別の教科 道徳」や「特別活動」などにおける、年間３回のいじめに関する授業の実

施 

④スクールカウンセラーなどの専門家を活用した「ＳＯＳの出し方に関する教育」の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

30 児童・生徒の学級満足度を把握するアンケート。  

ＮＯ 003 事業 体育健康教育の充実（指導室、スポーツ振興課） 

内容 全区立学校園において、児童・生徒の健康づくりに向けて、「する・みる・支える・知る」

といった運動への多様な関わり方を踏まえ、児童・生徒一人ひとりの特性に応じて、運動

やスポーツの多様な楽しみ方を学ぶことができる体育、保健体育の授業を、各校で実践で

きるようにします。 

また、本区が連携協定を結ぶプロスポーツチームやトップアスリートによる教室を実施

し、バランスのとれた体づくりの支援とスポーツに親しむ環境づくりを推進します。 

年度

別計

画 

令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

①東京都統一体力テストの結果の分析及び授業改善の視点に基づく各校への周知 

②プロスポーツチームやトップアスリートによる教室実施 
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ＮＯ 004 事業 学校保健、学校給食、食育の充実（学務課） 

内容 児童・生徒への各種検診や、教職員などへの学校保健に関する講演会などの実施により、

児童・生徒の健康保持・増進を図ります。 

また、子育て世帯の経済的負担の軽減を図り、子育て支援を強化することを目的に、区

立小・中学校の給食費無償化を実施します。 

安心・安全で新鮮な区内産野菜を取り入れた板橋ふれあい農園会給食を中心とする食育

推進事業を継続的に実施し、「生きた教材」として、給食を通して食に対する興味・関心を

高め、児童・生徒の心身の健全な発達を支援します。 

年度

別 

計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

①定期健康診断・就学時健康診断の実施 

②学校保健会・食物アレルギー講習会などの実施 

③学校給食費無償化実施 

④板橋ふれあい農園会給食・とれたて村給食実施（年 10回） 

  

  

ＮＯ 005 事業 体験・交流活動の充実（総務課、文化・国際交流課、保育運営課、子育て支

援課、産業振興課、スポーツ振興課、みどりと公園課） 

内容 核家族世帯の増加・地域との繋がりの希薄化などにより、子どもが直接・具体的で豊か

な体験、本物にふれる機会が不足しています。また、厳しい家庭環境にある子どもほど体

験機会が少ないことが明らかとなっています。区全体で多様な体験・交流機会を創出し、

児童・生徒の豊かな心をはぐくむ環境づくりに取り組みます。 

年度

別計

画 

令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

①中学生平和の旅実施 

②小学生美術鑑賞教室実施 

③こどもアトリエ実施 

④「さわる絵本」を活用した小・中学校向け授業用貸出パッケージの作成 

⑤文化芸術アウトリーチ事業実施 

⑥中学・高校生の子育て体験事業実施 

⑦中学生と乳幼児親子のふれあい体験事業実施 

⑧ものづくり・仕事体験事業実施 

⑨自然塾（植村冒険館自然実体験事業）実施 

⑩こども動物園でのこども動物クラブ実施 

⑪農業園での農業体験事業実施 
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コラム：福祉教育について～多様性を包摂した共生社会の実現に向けて～ 

福祉教育の主な目的は、多様な人々への理解と共生社会の実現です。児童・生徒は、高齢者や障がい者、

外国人など、さまざまな背景のある人々がいることを知り、それぞれが抱える困難や気持ちに想像力を働かせ

ます。これにより、偏見や差別をなくし、お互いを尊重する心をはぐくみます。これは、将来、社会の一員として、

誰もが幸せに暮らすことのできる社会を創り出すために不可欠な力です。 

学校教育における実践例を紹介します。これらの活動を通じて、児童・生徒は多様性を認め合うとともに、

「誰かのために何ができるか」を自ら考え、行動する力を育成します。 

福祉教育×人権教育 の視点の例 

「総合的な学習の時間」における体験学習 

車椅子体験やアイマスクをしての歩行体験など、障がいのある人々の生

活を疑似体験している学校もあります。これにより、バリアフリーの重要性

や、どのように手助けすればよいかを実感として学んでいます。 

 

 
福祉教育×道徳教育 の視点の例 

「特別の教科 道徳」  

人権、共生、社会貢献、生命の尊重などをテーマに、「人との関わり」「集

団や社会との関わり」「自然や崇高なものとの関わり」などを通して学習し

ています。 

自治的能力育成 の視点の例 

「学級活動（１） 学級会」  

学級や学校における生活をよりよくするための課題を見出し、解決する

ために話し合い、合意形成を図り、合意できた取組を実践しています。 
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１ 施策の方向性 

○ 社会の多様化に伴い、すべての子どものよさや可能性を最大限に引き出す教育が重要です。障が

いの有無や文化的背景などの多様な教育的ニーズに対応したきめ細かな教育を推進し、個別支

援が必要な子どもの学びを止めない環境づくりに取り組みます。 

○ 今後も個別支援を必要とする子どもの増加が見込まれる中、引き続き、可能な限り、障がいの有

無にかかわらず共に学べるよう追求するとともに、一人ひとりの教育的ニーズに的確に応える

ために、多様な学びの場を用意するとともに学校内外の体制構築を図っていきます。 

○ 日本語指導が必要な子どもの増加が予想される中、日本の学校生活に適応するための支援を充

実させる必要があります。また、学校への支援も含めた、総合的な支援体制を関係機関と連携し

て構築することも視野に入れながら、最適なサポート体制づくりに取り組みます。 

○ 家庭の社会経済的背景が、子どもの学力や将来に影響を与えることが研究でも明らかになって

います。すべての子どもが家庭状況にかかわらず、学びが保障され、将来の選択肢・可能性が制

限されないよう、学校教育による学びの保障や、教育費の負担軽減などを図ります。 

○ 医療的ケアが必要な子どもやヤングケアラー31などの学びを保障するため、専門人材を適切に配

置し、関係機関との連携を強化していきます。  

○ 誰にでも分かりやすい授業の展開、過ごしやすい教室の整備、活動しやすい学級づくりを促進

し、インクルーシブな教育環境の実現をめざします。 

 

２ 施策の成果指標  

 項目 基準値 目標値 

R7 中間 R12 最終 R17 

１ 特別支援教室における児童・生徒の目標達成率 33％ 38％ 43％ 

２ 日本語学習初期支援事業の実施延時間数 1,734 時間 3,450 時間 3,870 時間 

 

 

 

              

31 家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者。  
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３ 施策に連なる事業 

ＮＯ 001 事業 特別支援教育環境の整備（指導室） 

内容 児童・生徒の教育的ニーズに応える多様な学びの場として、知的障がい特別支援学級、

発達障がいなどに対応する特別支援教室（ＳＴＥＰ ＵＰ教室）、難聴・言語障がいに対応

するきこえとことばの教室を運営します。また、自閉症・情緒障がい特別支援学級の設置

に向けた検討を進めます。 

年度

別 

計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

①知的障がい特別支援学級、特別支援教室、きこえとことばの教室の実態に応じた環境の

整備 

②自閉症・情緒障がい特別支援学級の設置に向けた検討・計画 

 

ＮＯ 002 事業 特別支援教育の指導の充実（指導室） 

内容 特別支援教育に関わる教職員の専門性向上のため、特別支援学校との連携、個別的知能

検査の実施、医師などによる専門家相談を行い特別支援教育の指導の充実を図ります。ま

た、児童の学習におけるつまずきを早期発見、早期対応できるようアセスメントを実施し

ます。 

年度

別 

計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

①専門性向上事業を活用した東京都立高島特別支援学校との連携（毎年、対象校１校指定） 

②専門家相談の実施（特別支援学級（知的）、特別支援教室、きこえとことばの教室） 

③個別的知能検査の実施 

④学校生活支援シートの作成・活用 

⑤小学校低学年における「読みのつまずきに関するアセスメント」の実施 

 

ＮＯ 003 事業 特別な教育的ニーズに応じた外部人材の活用（指導室、学務課） 

内容 児童・生徒の多様な教育的ニーズに対応するため、学校生活支援員の配置や小学校入学

時の適応をサポートする小１サポーターの配置、心理士である特別支援アドバイザーの巡

回を実施します。また、私立幼稚園へ臨床心理士などの心理専門員を派遣し、幼稚園に在

籍する幼児の状況の把握及び保護者や幼稚園教諭への助言などを行い、区内私立幼稚園に

おける幼児の心身の健全な成長を支援します。 

年度

別 

計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

①学校生活支援員の配置・拡充（拡充：34人増） 

②特別支援アドバイザー巡回（対象：全学校園） 

③小学校に小１サポーターを配置（Ｒ８～新規） 

④私立幼稚園への心理専門員による巡回指導・相談事業（20回） 
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ＮＯ 004 事業 日本語指導が必要な児童・生徒への対応（学務課、指導室、文化・国際交流

課） 

内容 来日直後などで、日常の学校生活で使う日本語や生活習慣についての指導が必要な児童・

生徒に対し、日本語初期指導を行い、早期に学校生活に適応できるように支援します。ま

た、日本語学級において、学校生活や教科学習に必要な日本語指導を行います。 

その他、日本語を話せない外国人が日常生活を送るうえで基本的な初級レベルの日本語

を学習する公益財団法人板橋区文化・国際交流財団主催の日本語教室の実施や、区民主体

で活動しているボランティア日本語教室を対象とした助成を行います。 

年度

別計

画 

令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

①日本語初期指導の拡充 

②日本語学級の運営（５校） 

③日本語教室の開催（文化・

国際交流財団） 

④ボランティア日本語教室

の活動支援 

①日本語初期指導の拡充 

②日本語学級の運営（６校） 

③日本語教室の開催（文化・

国際交流財団） 

④ボランティア日本語教室

の活動支援 

①日本語初期指導の拡充 

②日本語学級の運営（６校） 

③日本語教室の開催（文化・

国際交流財団） 

④ボランティア日本語教室

の活動支援 

 

ＮＯ 005 事業 多様な教育的ニーズへの対応（学務課、指導室、教育支援センター、地域

教育力推進課、障がいサービス課、子ども政策課） 

内容 小・中学校及びあいキッズにおける医療的ケア児の受入れを行うとともに、重症心身

障がい・医療的ケア児等会議を活用するなど、関係部局とも連携を図っていきます。ま

た、放課後などの居場所であるあいキッズ室などにおいて早朝に登校する小学生を見守

る体制を構築し、校舎開放までの時間を安心・安全に過ごすことができる環境を提供し

ます。さらに、経済的な理由で就学が困難な児童・生徒の保護者に対し、家庭の経済状

況に関わらず、すべての児童・生徒が平等に学ぶ機会を保障し、将来の可能性を広げら

れるよう、教育費の負担軽減を図ります。加えて、ヤングケアラー・アドバイザーの設

置による連携体制強化やガイドライン作成、周知・啓発、研修を実施し、ヤングケアラ

ー支援の充実を図ります。 

年度 

別 

計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

①看護師配置による医療的

ケア児への支援 

②小学校の朝の居場所事業

の実施（10校） 

③就学援助制度などの実施 

④ヤングケアラー支援実施

（アドバイザー設置、周

知・啓発） 

①看護師配置による医療的

ケア児への支援 

②小学校の朝の居場所事業

の実施（20校） 

③就学援助制度などの実施 

④ヤングケアラー支援実施

（アドバイザー設置、周

知・啓発） 

①看護師配置による医療的

ケア児への支援 

②小学校の朝の居場所事業

の実施（30校） 

③就学援助制度などの実施 

④ヤングケアラー支援実施

（アドバイザー設置、周

知・啓発） 
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１ 施策の方向性 

○ 子どもの健全な成長と学びを支えるためには、安心・安全に学べる居場所が不可欠です。ここで

いう「居場所」とは、単なる物理的な空間ではなく、心理的に安全な環境の中で、他者と豊かな

関わりをもちながら、自己肯定感をはぐくみ、落ち着いて学びに向かうことができる環境をさし

ます。居場所が確保されてこそ、自信と意欲をもって学びに向かうことができるのです。 

○ 現在、様々な理由で学校生活に困難を感じている児童・生徒がいます。悩みを抱えて学校に行け

ない、学校には来ているもののどこか元気がない、病気で登校できないなど、それぞれ異なる形

でしんどい思いをしている児童・生徒がいます。 

○ 学校では、違いを認め合い、互いに尊重し合える環境づくりをさらに推進することで、健全な発

達を促し、児童・生徒の幸せにつながる場を一層充実させていきます。 

○ すべての子どもの幸せのかたちに寄り添い、学校以外の多様な学びの機会を確保し、子どもの自

立をめざします。具体的には、個々にあった学習スタイルで学べるよう、学校における居場所づ

くりを人的体制も含めて拡充します。さらに、フリースクールなどの民間教育・学習機関との連

携などを通して、多様な学びの場と機会の確保をめざします。 

○ 「学校に登校する」という結果のみを目標とせず、その子が抱える困難や課題に向き合います。

長期的視点に立ち、その子にとっての最適な支援を、スクールカウンセラー（ＳＣ）32やスクー

ルソーシャルワーカー（ＳＳＷ）33などの専門人材とともに、学校や家庭、地域、関係機関と連

携して行います。 

 

 

  

32 臨床心理の専門的知識や経験を有する人材。児童・生徒の不安や悩みを受け止め、学校におけるカウ
ンセリングや教育相談を担う。 

33 教育分野に関する知識に加えて、社会福祉などの専門的な知識や技術を有する人材。関係機関と連携
しながら、課題を抱えた子どものおかれた環境に働きかけを行い、問題解決に向けて支援を行う。 
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２ 施策の成果指標  

 項目 基準値 目標値 

R7 中間 R12 最終 R17 

１ 学校内外で専門機関等の相談・指導等を受けている

不登校児童・生徒の割合 

74.1％ 90％ 95％ 

２ 「困りごとや不安がある時に、先生や学校にいる大

人にいつでも相談できる」と思う児童・生徒の割合 

66.4％ 75％ 80％ 

 

３ 施策に連なる事業 

ＮＯ 001 事業 多様な学びの場の確保・連携（指導室、教育支援センター、地域教育力

推進課、生涯学習課、多様な学び推進担当課、生活支援課） 

内容 教室以外の多様な学びの選択肢を確保するため、学校や地域、民間団体などの関係機

関との連携の充実を図ります。各学校が、不登校対応ガイドラインを基に、不登校児童・

生徒への支援の充実及び、専門機関を交えた登校支援会議の充実を図っていきます。ま

た、すべての不登校児童・生徒が一人ひとりの状況に応じた必要な支援を受けられるよ

うに、全区立小・中学校で教室以外の居場所を設置し、充実を図ります。 

また、不登校児童・生徒の居場所として、板橋フレンドセンターを運営し、スタッフ

との交流や体験活動を通じて、適応力や判断力をはぐくみ、社会的自立を支援します。

区内大学と連携し、大学内にも不登校児童・生徒の居場所を整備します。 

あいキッズでは、放課後などの小学生の居場所として、地域との連携強化を図るため

の支援体制を構築し、地域人材の活用などによる体験・交流活動を行います。また、日

中のあいキッズ室で不登校児などの居場所を提供します。 

さらに、地域の関係者と連携し、ジュニアリーダーなどの青少年に対し、野外活動・

地域活動やスポーツ・文化芸術活動を通じた地域における学びの場を提供します。 

加えて、区民が、社会教育施設での相互学習やイベント企画・運営などに参加・参画

できる機会及び環境を整え、誰もが自分に合った学びを選択できる包括的な生涯学習環

境を実現します。さらに、学校・家庭以外の居場所づくりも推進し、関係機関・団体と

連携して、子どもの学習支援や多世代交流などを支援します。 

年度 

別 

計画 

 

 

 

 

 

令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

①不登校児童・生徒一人ひ

とりの支援につなげるた

めの、全区立学校におけ

る教室以外の居場所の設

置及び、居場所の充実 

②板橋フレンドセンターの

運営における活動内容の

①不登校児童・生徒一人ひ

とりの支援につなげるた

めの、全区立学校におけ

る教室以外の居場所の設

置及び、居場所の充実 

②板橋フレンドセンターの

運営における活動内容の

①不登校児童・生徒一人ひ

とりの支援につなげるた

めの、全区立学校におけ

る教室以外の居場所の設

置及び、居場所の充実 

②板橋フレンドセンターの

運営における活動内容の
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年度 

別 

計画 

充実及び児童・生徒が利

用しやすい環境の整備 

③大学と連携した居場所推

進事業の継続・充実 

④あいキッズにおける総合

コーディネーターの導入 

⑤あいキッズにおける地域

サポーター事業の内容・

回数の充実（10校） 

⑥あいキッズ室で不登校児

などの居場所を提供（10

校） 

⑦ジュニアリーダーの育

成、活躍機会の拡大 

⑧地区青健活動実施 

⑨全区的な青健事業の開催

（親子たこあげ大会・少

年野球親善大会・板橋音

楽祭） 

⑩ｉ－ｙｏｕｔｈ運営  

⑪子どもの学習・生活支援

事業実施 

⑫子どもの食・居場所支援

事業実施 

充実及び児童・生徒が利

用しやすい環境の整備 

③大学と連携した居場所推

進事業の継続・充実 

④あいキッズにおける総合

コーディネーターの導入 

⑤あいキッズにおける地域

サポーター事業の内容・

回数の充実（20校） 

⑥あいキッズ室で不登校児

などの居場所を提供（20

校） 

⑦ジュニアリーダーの育

成、活躍機会の拡大 

⑧地区青健活動実施 

⑨全区的な青健事業の開催

（親子たこあげ大会・少

年野球親善大会・板橋音

楽祭） 

⑩ｉ－ｙｏｕｔｈ運営 

⑪子どもの学習・生活支援

事業の実施 

⑫子どもの食・居場所支援

事業の実施 

充実及び児童・生徒が利

用しやすい環境の整備 

③大学と連携した居場所推

進事業の継続・充実 

④あいキッズにおける総合

コーディネーターの導入 

⑤あいキッズにおける地域

サポーター事業の内容・

回数の充実（30校） 

⑥あいキッズ室で不登校児

などの居場所を提供（30

校） 

⑦ジュニアリーダーの育

成、活躍機会の拡大 

⑧地区青健活動実施 

⑨全区的な青健事業の開催

（親子たこあげ大会・少

年野球親善大会・板橋音

楽祭） 

⑩ｉ－ｙｏｕｔｈ運営 

⑪子どもの学習・生活支援

事業実施 

⑫子どもの食・居場所支援

事業実施 
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ＮＯ 002 事業 総合的な教育相談体制の整備・充実（教育支援センター、指導室、支援課） 

内容 様々な課題を抱える児童・生徒及び保護者に対し、心理・教育・福祉などの専門的な立場

から関係機関と連携し、課題解決や環境改善に向けた支援を行うため中学校にＳＳＷを配

置し、教育支援センターにて特別支援教育相談、心理言語相談、学校相談を実施します。 

また、不登校児童・生徒向けに、保護者交流会、高校説明会を開催します。 

さらに、子どもや保護者、子育て関係者向けに、子ども自身の悩みや子育ての不安・悩み

などについて、24 時間 365 日相談できる電話相談や、365 日対応のＬＩＮＥ相談を行いま

す。  

年度

別計

画 

令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

①ＳＳＷの配置の継続及び拡充の検討。 

②教育相談事業（特別支援教育相談、心理・言語・学校相談）の安定した体制の整備 

③不登校対策（不登校生徒向け高校学校説明会、不登校児童生徒保護者交流会）継続。 

④子どもなんでも相談・親子のための相談ＬＩＮＥ実施  

 

コラム：多様な学びの場の確保・連携をめざして 

（１）すべての子どもに寄り添う多様な学び －板橋区の不登校支援－ 

近年、不登校の児童・生徒数は全国的に増加し、板橋区でもわずか 5 年で約 2.3 倍に増え、令和５年度に

は 1,000 人を越えました。不登校については「学校に登校すること」だけを最終目標とせず、子ども一人ひとり

が自分らしく成長し、将来豊かな人生を歩むことを大切にしています。 

不登校は単に「学校に行かない」という現象ではなく、子どもが抱える不安や人間関係、体調など多様な背

景があります。そのため支援のあり方も、子ども一人ひとりの課題に寄り添い、社会的に自立することをめざし

た支援へと変化しています。学校内に教室以外の居場所や板橋フレンドセンター（適応指導教室）、区内大学

内に子どもの居場所を用意し、大学生と一緒に活動することや仮想空間によるオンライン支援など、子どもが安

心感をもちながら自分のペースで活動できるよう多様な居場所を整備しています。こうした居場所は、安心し

て自分らしく過ごすだけでなく、興味関心を広げたり、人と関わる経験を重ねたりする場となっています。 

また、学校にはスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーといった専門職が配置され、心のケアや

家庭、地域、関係機関とのつなぎ役を担っています。子どもに寄り添う多様な人材が関わることで、子どもは自

分に合った関係性を築きやすくなり、自己肯定感を取り戻していきます。不登校支援は、さまざまな居場所や人

材が連携して、子ども一人ひとりの未来への歩みを支えていきます。 

（２）安心して過ごせる居場所 ～一人ひとりの自己決定を大切に～ 

不登校は、特定の子どもに特有の問題があることによって起こるものではなく、どの子どもにも起こり得るも

のです。板橋区では、児童・生徒一人ひとりの状況に応じたきめ細かな支援のさらなる充実をめざしていま

す。 
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（３）あいキッズが生まれ変わります 

令和１０年度に、あいキッズは２０周年を迎えます。これからのあいキッズは、子どもが安心・安全に過ごせる

だけでなく、「つながり、学び、成長する」喜びを感じられる居場所となることをめざしています。地域の方々と

一緒に行う体験活動などを中心に、子どもの意見も積極的に取り入れ、楽しく・学べる・充実した放課後になる

よう取り組んでいきます。また、あいキッズが学校敷地内にある強みを活かして、あいキッズは「一日の居場

所」へと変わります。 

 

【例】上板橋第四小学校あいキッズの運営 

地域サポーター事業による本格的な定期プログラムとして、ドッジボ

ール、フットサル、習字、大江戸ダンスなどを行っています。 

地域サポーター事業とは？ 

☞あいキッズが地域（板橋区内に限らず）の個人や団体との連携による多様で魅力的なイ

ベント・プログラムの実施を通じて、体験・交流の機会を提供し、子どもがつながり、

学び、成長する喜びを実感できるようにする事業。 

 

小学生の朝の居場所

７時30分～８時30分

不登校児などの居場所

８時30分～13時

あいキッズ

放課後

◎一日の流れ（学校運営日） 

◎あいキッズでは、地域との連携を強化し、地域サポーター事業をより充実させていきます。 

支援の充実に向けた取組の一つが、校内における安心して過ごせる居場

所づくりです。この居場所では、児童・生徒自身の自己決定を大切にしてお

り、児童・生徒が自分の興味・関心に応じて学習内容や学習方法を決めて、

自分のペースで学んだり、時には、ほっと息を抜いて友達とリラックスして過

ごしたりしています。 

居場所は、学校の中にあります。自分の学校内に居場所があることで、友

達や先生方と関わる機会をもつことができ、「教室に入りたい。」と思ったと

きに教室に向かうこともできます。 

各学校では、学校や児童・生徒の実態に応じて、様々な創意工夫を凝ら

して居場所づくりを行っています。板橋区では、多様な背景を抱える不登校

の児童・生徒一人ひとりが、安心して過ごせる居場所づくりを、これらからも

続けていきます。 

※あいキッズの各取組は、次の箇所に掲載。小学生の朝の居場所は施策 1-5（ｐ.69）、不登校児などの

居場所は施策 2-1（ｐ.72）、あいキッズは施策 2-1，2-4（ｐ.72、87）。 
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１ 施策の方向性 

○ 教員が心身ともに充実し、学びの時間が十分に確保され、自己の資質・能力などを高め、誇りと

やりがいをもって専門性を発揮できなければ、一人ひとりの子どもに寄り添うことはできませ

ん。 

○ 教育委員会事務局と学校が一体となり、これまでの学校教育のあり方を見直し、教育関係者の意

識改革、業務改善、働きやすい職場環境づくり、人的体制整備の強化など、教員の働き方の改革

に取り組みます。長時間勤務の是正や教員の健康を守るだけでなく、日々の生活の質や教職人生

を豊かにするなど教員の幸せにつながる取組を推進します。働き方改革により生まれた余白時

間を活用し、新しい知識や技能を学び続け、資質・能力の向上を図ります。 

○ 子どもだけでなく、教員も学び続け、知識や意識をアップデートし続けることを重視し、創造的

な学校経営を支援します。先進事例を学ぶ機会を提供し、実践イメージを膨らませる環境を整え

ます。また、ＩＣＴの活用や多様な教育的ニーズへの対応など教育活動に必要な研修の充実、教

員が参加しやすい多様な形態の研修を推進します。 

 

２ 施策の成果指標  

 項目 基準値 目標値 

R7 中間 R12 最終 R17 

１ 月あたりの時間外等在校時間が 45 時間を超える教員の

割合 

24.9％ 0％ 0％ 

２ 研修機会や自己研鑽等を通じ、日常的に教員としての専

門性を高める取組や授業革新を行っている教員の割合 

－ 90% 95% 

３ 校務ＤＸの推進により業務効率が向上したと感じる教

員の割合 

－ 70% 90% 
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３ 施策に連なる事業 

ＮＯ 001 事業 教員業務の軽減・効率化（業務改善）（教育支援センター） 

内容 校務支援システムのクラウド化や、校務系・学習系のネットワーク統合により、教員の

利便性を向上させます。また、ダッシュボード機能を用いて各種データの可視化・分析を

行うことにより、児童・生徒一人ひとりに応じたきめ細かな指導及び学校経営の最適化に

つなげます。 

年度

別 

計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

①校務支援システムのクラ

ウド化 

②校務系と学習系のネット

ワーク統合【再掲】 

③ダッシュボード機能の設

計・構築、運用開始【再掲】 

①クラウド版校務支援シス

テムの管理・運用 

②統合ネットワークの管理・

運用【再掲】 

③ダッシュボード機能の活

用及び連携機能の充実【再

掲】 

①クラウド版校務支援シス

テムの管理・運用 

②統合ネットワークの管理・

運用【再掲】 

③ダッシュボード機能の活

用及び連携機能の充実【再

掲】 

 

ＮＯ 002 事業 教員を支える体制の強化（資質能力向上）（教育支援センター） 

内容 「子どもの学びと教職員の学びは相似形」という考え方を基に、教員の個別最適な学び

に向けて、self（自己）select（選択）できる学びを推進します。また、教員の協働的な学

びを支えるため、研修内容を充実させるとともに、実践事例や研修資料などを共有できる

ポータルサイトを整備するなど、教員が学び変え続けられる環境を整え、教員の資質能力

の向上を図ります。 

年度

別計

画 

令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

①教員のニーズを踏まえた次年度研修計画を見直し 

②選択研修の在り方を含めた研修体系の検討 

③実践事例及び研修資料の収集及び研修ポータルサイトの充実 
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ＮＯ 003 事業 学校園を支える体制の強化（人的体制整備） 

（教育総務課、学務課、指導室、教育支援センター） 

内容 教員の負担を軽減し、学校運営の強化や児童・生徒へのきめ細かい支援や質の高い教育

活動を実現するため、様々な専門分野の支援人材の配置を行い、教員が教育に専念できる

体制の充実を図ります。 

年度

別計

画 

令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

①（仮）「業務量管理・健康確

保措置実施計画」の推進 

②育成・支援アドバイザー配

置の継続及び活動内容の

検証。 

 

③ＳＳＷの配置の継続及び

拡充の検討。【再掲】 

④教育相談事業（特別支援教

育相談、心理・言語・学校

相談）の安定した体制の整

備【再掲】 

⑤教員のストレスチェック

の実施 

①（仮）「業務量管理・健康確

保措置実施計画」の推進 

②育成・支援アドバイザーの

効果的な配置や活動、連携

体制の検討、運用の改善・

構築。 

③ＳＳＷの配置の継続及び

拡充の検討。【再掲】 

④教育相談事業（特別支援教

育相談、心理・言語・学校

相談）の安定した体制の整

備。【再掲】 

⑤教員のストレスチェック

の実施 

①（仮）「業務量管理・健康確

保措置実施計画」の推進 

②次期計画に向けた人材確

保の検討。 

 

 

③ＳＳＷの配置の継続及び

拡充の検討。【再掲】 

④教育相談事業（特別支援教

育相談、心理・言語・学校

相談）の安定した体制の整

備。【再掲】 

⑤教員のストレスチェック

の実施 

 

  
 
コラム：学校には先生しかいない  

学校で働いている人はみんな先生だ。 

教育委員会事務局で働くまではそんな風に考えていました。 

働き始めてから聞こえてくる名称が、部活動指導員、学校運営員、スクール・サポート・スタッフ、副

校長補佐… 

聞き覚えのない名前が多いと思います。実はこれでもまだまだほんの一部です。 

こういった方々が学校で普段どんな仕事をされているか想像つきますか？ 

いま区立学校では、教員免許を必要としない多くのスタッフが学校を支えています。 

先生に代わって部活動を教えたり、事務作業を引き受けたり、授業準備や学校運営をサポートし

たりとその仕事内容は様々です。 

多忙な先生が子どもとの授業やふれあいに専念できるように、先生以外でもできることを他に振り

分け、先生の負担を少なくすることを考えた結果、多様なスタッフが学校を支援するようになりまし

た。 

先生の「働きやすさ」と「働きがい」を両立させ、すべての子どもへのより良い教育を実現するため

に、これからも多様な人材や地域の方々などの多くの人の力を借りながら、取組を進めていきます。 
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１ 施策の方向性 

○ 時代とともに変化していく学び・働き方に対応するため、将来を見据えた学校環境の整備を行い

ます。 

・ 多様で柔軟な学びが展開できる創造的な学習空間 

・ 教室に限定されない、学校全体を学びの場として活用する環境設計 

・ 将来の教育的ニーズの変化に対応できるフレキシブルな施設設計 

・ きめ細かな個別支援と協働学習が両立する場の創出 

・ 教職員の働き方改革を支援する効率的で快適な執務空間 

・ 児童・生徒の安心・安全を確保しつつ、地域防災の拠点となる学校施設 

・ 地域と連携・協働する、地域とともにある学校づくり 

・ 環境に配慮した持続可能な教育環境の実現 

・ 教科書や参考書などの「教材」、電子黒板や実験器具などの「教具」、机や椅子などの「家具」

を含めた、学びの空間の一体的かつ柔軟な整備 

・ オンラインと対面のハイブリッド学習に対応できる設備と空間の確保 

○ 時間や場所に限定されないＩＣＴを活用した教育環境の整備と、それを支える高速・大容量の通

信ネットワークの構築に取り組み、これまでバラバラに管理されていた学習履歴（スタディ・ロ

グ）、生活・健康面の記録（ライフログ）などを集約・可視化し、データを分析することで、児

童・生徒一人ひとりに応じたきめ細かな指導につなげます。データに基づくアプローチで、個別

最適化された教育を実現し、学習効果の最大化を図ります。さらに、そうしたデータを、多様な

主体と適切なルールの中で共有し、学校以外の多様な学びの推進にも活用していきます。児童・

生徒が情報や情報技術を適切かつ安全に活用していくための知識、操作方法及び情報モラルな

どを身に付けられる学びの充実を図ります。また、そうしたスキルを身につけていくためには、

教員のＩＣＴへの理解が重要です。教員がＩＣＴを使いこなし、効果的な指導を行えるよう、研

修体制の整備や支援員の配置などを行います。 

○ 学校の適正規模・適正配置について、大規模集合住宅建設を踏まえた児童・生徒数の推計や学校

の老朽化、まちづくりによる影響、財政状況などを踏まえるとともに、学校とその他公共施設な

どの連携・複合化をはじめとした次世代の公共施設や学習空間のあり方を総合的に検討し、区全

体で取り組みます。 
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２ 施策の成果指標  

 項目 基準値 目標値 

R7 中間 R12 最終 R17 

１ 学校施設整備の進捗率 0％ 50％ 100％ 

２ 区立小中学校における過小規模校の割合 4.1％ 2.8％ 0％ 

 

３ 施策に連なる事業 

ＮＯ 001 事業 新しい時代の学校づくりの推進（新しい学校づくり課、学校配置調整担当課） 

内容 児童・生徒の学びの質を高めるため、学校施設の老朽化対応と集団としての教育機能が

最大限に発揮される規模となるよう、学校の適正規模・適正配置を推進するとともに、他

の公共施設との連携・複合化など、教育機能の向上に対応するため、次世代の学習空間の

あり方を総合的に検討し整備します。また、老朽化した学校施設の計画的な改築を進め、

安心・安全で快適な教育環境を実現し、教育機能の向上を図ります。 

年度

別 

計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

①適正規模・適正配置 

・適正規模・適正配置の検討 

・学校と公共施設などの連

携・複合化の検討 

・通学区域変更（改築校関連） 

②改築・増築 

・上一中：改築工事（３年目） 

工事監理・通学支援 

・志村小・志四中：改築工事

（２年目） 

・板六小：実施設計 

・板五中：基本構想・計画 

・向原小：方針検討 

・板一中：検討・調整 

①適正規模・適正配置 

・適正規模・適正配置の検討 

・学校と公共施設などの連

携・複合化の検討 

 

②改築・増築 

・上一中：改築工事（４年目） 

・志村小・志四中：改築工事

（３年目） 

・板六小：改築工事１期（１ 

年目）試掘、仮設校舎、 

工事監理 

・板五中：基本設計 

・向原小：方針策定 

・板一中：検討・調整 

・板四小：増築設計 

①適正規模・適正配置 

・適正規模・適正配置の検討 

・学校と公共施設などの連

携・複合化の検討 

・通学区域変更（改築校関連） 

②改築・増築 

・志村小・志四中：改築工事

（４年目） 

・志村小：解体・整備設計（１ 

年目） 

・板六小：改築工事１期（２ 

年目）、仮設校舎 

・板五中：実施設計 

・向原小：基本構想・計画 

・成増小：基本構想・計画 

・板一中：検討・調整 

・板四小：増築工事（１年目）

解体、試掘、工事監理 
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ＮＯ 002 事業 学校の長寿命化改修（新しい学校づくり課） 

内容 老朽化が進んだ学校施設を計画的に改修し、児童・生徒の安全確保と学校施設の機能向

上、施設の長寿命化を図りユニバーサルデザインを採用した良好な学習環境を整備します。 

年度

別 

計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

①長寿命化改修ほか 

・赤塚小：改修工事（２年目） 

・志四小：改修工事（１年目） 

・板八小：改修工事（１年目） 

・板二小：実施設計 

・上二小：基本設計 

②外壁・屋上防水 

・工事：中２校、設計：３校 

③校庭改修：２校 

①長寿命化改修ほか 

・赤塚小：改修工事（完了） 

・志四小：改修工事（２年目） 

・板八小：改修工事（２年目） 

・板二小：改修工事（１年目） 

・上二小：実施設計 

②外壁・屋上防水 

・工事：小３校・中２校 

・設計：３校 

③校庭改修：４校 

①長寿命化改修ほか 

・志四小：改修工事（完了） 

・板八小：改修工事（完了） 

・板二小：改修工事（２年目） 

・上二小：改修工事（１年目） 

・志五中：構想・計画 

②外壁・屋上防水 

・工事：５校、設計：３校 

③校庭改修：２校 

 

 

ＮＯ 003 事業 あいキッズの環境整備（地域教育力推進課） 

内容 学校施設の改築・長寿命化改修にあわせ、当該校のあいキッズ施設を改修します。 

年度 

別 

計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

①学校改築 

・志村小・志四中：改築工事

（２年目） 

・板六小：実施設計 

 

 

 

 

②長寿命化改修 

・赤塚小：改修工事（２年目） 

・志四小：改修工事（１年目） 

・板八小：改修工事（１年目） 

・板二小：実施設計 

・上二小：基本設計 

①学校改築 

・志村小・志四中：改築工事

（３年目） 

・向原小：方針策定 

・板四小：増築設計 

・板六小：改築工事１期（１

年目）、試掘、仮設校舎、工

事監理 

②長寿命化改修 

・赤塚小：改修工事（完了） 

・志四小：改修工事（２年目） 

・板八小：改修工事（２年目） 

・板二小：改修工事（１年目） 

・上二小：実施設計 

 

 

①学校改築 

・志村小・志四中：改築工事

（４年目） 

・志村小：解体・整備設計（１

年目） 

・向原小：基本構想・計画 

・板四小：増築工事（１年目）、

解体、試掘、工事監理 

・板六小：改築工事１期（２

年目）、仮設校舎 

・成増小：基本構想・計画 

②長寿命化改修 

・志四小：改修工事（完了） 

・板八小：改修工事（完了） 

・板二小：改修工事（２年目） 

・上二小：改修工事（１年目） 
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ＮＯ 004 事業 区立学校におけるゼロカーボンいたばしの推進（新しい学校づくり課） 

内容 ＳＤＧｓと省エネルギー化推進のため、学校施設のＬＥＤ化を進めていきます。国は 2030

年までの全ＬＥＤ化を計画しており、ＳＤＧｓの推進を掲げている板橋区としても学校施

設の体育館などのＬＥＤ化を推進してきましたが、さらなるＬＥＤ化を進めます。 

年度

別 

計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

屋内①（給食室ほか）エリア：

９校 

屋内②（教室ほか）エリア：

11校 

体育館エリア：７校 

屋内①（給食室ほか）エリア：

９校 

屋内②（教室ほか）エリア：

14校 

体育館エリア：３校 

 

 

ＮＯ 005 事業 給食用設備・備品の更新等（学務課） 

内容 学校の改築・長寿命化改修時に給食室をドライ化し、安全で衛生的な学校給食を安定的

に維持できる環境を整備していきます。老朽化が進み更新時期を迎えている区立小・中学

校の給食用設備・備品を計画的に更新していきます。 

年度

別 

計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

給食室ドライ化：１校 

給食用設備改修：延 14校 

給食用備品更新：延 19校 

給食用リース備品一式更新： 

１校 

給食室ドライ化：４校 

給食用設備改修：延 11校 

給食用備品更新：延 18校 

給食用リース備品一式更新： 

２校 

給食室ドライ化：１校 

給食用設備改修：延７校 

給食用備品更新：延 19校 

給食用リース備品一式更新： 

２校 

 

ＮＯ 006 事業 学校におけるＩＣＴ環境の整備（教育支援センター、指導室） 

内容 ＩＣＴ機器を活用した多様な学びの充実や、校務や学習に関するデータの分析などによ

り、児童・生徒一人ひとりに応じたきめ細かな指導につなげるため、必要となる環境の適

切な整備及び維持を行います。 

年度

別 

計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

・学習用ＩＣＴ機器（一人一

台端末、電子黒板など）の

管理・運用 

・校務系と学習系のネットワ

ーク統合 

・ダッシュボード機能 34の設

計・構築、運用開始 

・学習用ＩＣＴ機器（一人一

台端末、電子黒板など）の

管理・運用 

・統合ネットワークの管理・

運用 

・ダッシュボード機能の活用

及び連携機能の充実 

・学習用ＩＣＴ機器（一人一

台端末、電子黒板など）の

管理・運用 

・統合ネットワークの管理・

運用 

・ダッシュボード機能の活用

及び連携機能の充実 

              

34 校務や学習に関するデータや情報を視覚的に表示するツール 
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ＮＯ 007 事業 学校プールのあり方を踏まえた環境整備 （教育総務課、指導室、新しい学

校づくり課、学校配置調整担当課） 

内容  持続可能な水泳授業に向け、学校施設整備を最適化するため、条件が整った学校から、

区立プールや民間施設などを活用した水泳授業を推進します。 

年度

別 

計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

・区立プールの活用拡充（継

続２校・新規１校） 

・民間プールの活用に向けた

モデル校と民間事業者と

の調整 

・改築に合わせた学校プール

の拠点校化に向けた準備 

・天候等対策検討・実施 

・区立プールの活用（継続３

校） 

・民間プールの活用における

試行実施（１校）。他の地域

の可能性調査・検討 

・改築に合わせた学校プール

の拠点校化に向けた準備 

・天候等対策検討・実施 

・区立プールの活用（継続３

校） 

・民間プールの活用における

本実施（１校）他の地域の

可能性調査・検討 

・改築に合わせた学校プール

の拠点校化に向けた準備 

・天候等対策検討・実施 

 

 

  

図６ 「『学校施設の在り方に関
する調査研究協力者会議「新しい
時代の学びを実現する学校施設
の在り方について（文部科学省）』
（令和４年３月）」より抜粋 

の協力や、校内に教職員や児童・生徒、地域住民が交流できる

スペースを設置することなど、学校と地域の連携を促す取組の

必要性についての言及もありました。 

学校は、単なる建物ではありません。児童・生徒の未来をは

ぐくむ場所であり、地域全体で支える必要があります。教職員、

保護者、そして地域住民が一丸となって、児童・生徒の成長を

見守り、支援する、そんな信頼に満ちた環境こそが、これからの

学校施設に求められるのです。 

板橋区の学校施設は、およそ 80 年という長い期間にわたって使用されます。これは、ビジョンの計画

期間である 10年をはるかに超える時間軸です。だからこそ、私たちには未来を見据えた長期的な視点が

求められます。 

検討委員会では、個別最適な学びと協働的な学びの一体的充実など、教育界の大きな変革が起こる

中で、これからの学校は、子どもが主体的に選択できる「多様な選択肢のある環境」が重要となるといっ

たご意見がありました。 

一方で、児童・生徒が主体的に選択できる環境をハードの側面から整えるだけでなく、その施設をどの

ように活用していくかといったソフト面の重要性についても議論がなされました。児童・生徒の主体性を尊

重することは非常に大切ですが、その実現には、自由と安全管理の両立に難しさがあるといった現場の

声も聞かれました。教員の目が届かないところで、事故が起こるリスクもあるため、そうした点も考慮に入

れた運用が求められるのです。 

さらに、そうした課題に対して、児童・生徒を見守るための地域 

コラム：これからの学校環境に求められること 
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コラム：新しい学校づくりを進めています 

学校施設の老朽化への対応として、区立小中学校を改築・改修し、より充実した学校生活を送るための施設

整備を進めています。ここでは、区立小・中学校の魅力ある機能を紹介します。 

１ オープンな学校図書館 

 オープンな学校図書館とは、児童・生徒が行き来するオープンな空間に本

棚を設置する学校図書館のことです。学校図書館が常に開かれていること

で、児童・生徒が本にふれる機会が増加し、本への興味や関心が深まるな

どの効果が見込まれます。 

２ 教科センター方式（中学校） 

授業を「教科教室」という各教科の専用の教室で実施し、教材や展示物

を設置できる「教科メディアスペース」が設けられています。教科教室に

は、「ホームベース」という生徒各自のロッカーが設置された部屋が隣接し

ています。教科センター方式により、生徒の主体性や、時間を意識する習

慣がはぐくまれるなどの効果が見込まれます。 

３ オープンスペース（小学校） 

オープンスペースとは、学級単位の活動を超え、多様な用途に活用でき

る空間のことです。授業中にグループワークや発表を行う場として活用で

きるほか、休み時間の遊び場として、児童の居場所の選択肢を広げること

につながります。 

４ 環境に配慮した学校設備 

屋上緑化や太陽光発電を導入する他、断熱性に優れた建材や、効率の

良い空調設備を導入するなど、環境負荷を低減する取組を行っています。 

５ 地域連携の充実につながる学校設備 

「魅力ある学校施設」の要素の一つとして、「学校と地域の連携」を掲げ、

地域住民と児童・生徒が日常的に交流しやすい教育環境の実現に努めて

います。上板橋第二中学校の「上二テラス」では、ボランティア団体と学校

が協働してフードパントリー活動などを行っています。 

６ 学校整備におけるユニバーサルデザイン 

改築・改修を行う際に、誰もが使いやすく、快適に過ごすことができるよ

う、バリアフリー・ユニバーサルデザインに配慮した学校施設の整備を積極

的に進めています。 
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コラム：すべての児童・生徒の力を最大限に引き出すために －教育データの利活用－ 

児童・生徒の学習状況や生活実態、学校運営に関する情報を収集・分析し、教育改善に生かす取組として教

育データの利活用があります。 

学習履歴などや出欠席の記録、健康情報、ICT 活用状況などを活用することで、学習到達度や課題を把握

し、個々に応じた支援や指導改善につなげることができます。その中心的な役割を担うのが教育ダッシュボー

ドであり、複雑なデータを一元化し、グラフや表で分かりやすく提示することです。 

教育ダッシュボードとは、どのようなものかといいますと、車のダッシュボードを思い浮かべていただきたい

のですが、車のダッシュボードは速度や燃料、警告灯など運転に必要な情報を一目で示し、安全で効率的な運

転を助けるようになっています。 

教育ダッシュボードも学力、出欠、生活状況など教育に関わる多様なデータをまとめて表示し、児童・生徒の

状況を「見える化」することで早期発見や個別ケアを行うなど、一人ひとりの状況に応じたきめ細かな指導やサ

ポートにつなげることが可能となり教員の負担軽減にもつながります。 
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１ 施策の方向性 

○ かつての地域社会は、子育てを共同で担っていましたが、経済的豊かさとともに、地域社会の関

わりも薄れていきました。現在、子どもの生活圏は限られ、子育ての担い手も限定的になってい

ます。しかしながら、子どもの健やかな成長には、地域との関わりによる豊かな経験が不可欠で

す。地域社会全体で子どもや子育て世帯を見守り、支えるために、子どもをまんなかに据えて、

地域社会がつながることが、今まさに求められているのです。 

○ 子どもや学校が抱える課題の解決と、子どもの幸せを実現するために、学校が家庭や企業、ＮＰ

Ｏなどを含む地域と一体となり、子どもをはぐくみます。 

○ 子どもが、保護者や教職員だけではなく、多様な大人とのふれあいを通して、さまざまな力を身

に付けられるよう、子どもの育ちや学びを支える環境づくりを進めます。 

○ 家庭は、子どもの健やかな育ちと学びの基盤です。すべての保護者が安心して家庭教育を行うこ

とができるよう、家庭教育支援の充実に取り組みます。 

 

２ 施策の成果指標  

 項目 基準値 目標値 

R7 中間 R12 最終 R17 

１ 板橋区コミュニティ・スクール（ｉＣＳ)の仕組みを活

用し、地域と一体となって子どもたちをはぐくんでい

る学校の割合 

58％ 68％  78％ 

２ あいキッズ利用者満足度調査結果「成長できた」「どち

らかといえば成長できた」の割合 

－ 70％ 80％ 

３ 家庭での子どもに対する生活習慣などの教育への支

援がされていると思う保護者の割合 

72％ 77％ 82％ 

４ 地域の活動に参加したいと思う児童・生徒の割合 76％ 81％ 86％ 
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３ 施策に連なる事業 

ＮＯ 001 事業 板橋区コミュニティ・スクール（ｉＣＳ）の推進（地域教育力推進課） 

内容 板橋区コミュニティ・スクール（ｉＣＳ）は、保護者や地域の方が参画し、学校の運営や

課題を話し合う「コミュニティ・スクール委員会」と、地域コーディネーターの調整のもと

保護者や地域のボランティアが教育活動を支援する「学校地域支援本部」が両輪として協

働しながら運営されます。このｉＣＳの仕組みが円滑に機能するよう、関係者へのさまざ

まな支援を行い、学校・家庭・地域が一体となって子どもをはぐくむ環境の整備を進めま

す。 

年度

別 

計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

①コミュニティ・スクール委員会アドバイザー派遣事業の実施 

②地域コーディネーターやコミュニティ・スクール委員向けの研修の実施 

③ｉＣＳレターによる好事例などの情報発信 

 

ＮＯ 002 事業 家庭教育支援の充実（地域教育力推進課） 

内容 中学生以下の子どもを育てる保護者に対し、安心して家庭教育ができるよう、専門家な

どと連携し、学習機会の確保や情報・ツールの提供を通じてニーズに応じた支援を行いま

す。 

年度

別 

計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

①家庭教育学級の実施 

②生活習慣チェックシートの作成・配付 

③家庭教育支援チームの運営 

 

ＮＯ 003 事業 あいキッズの推進（地域教育力推進課） 

内容 放課後などの小学生の居場所としてのあいキッズにおいて、地域との連携強化を図るた

めの支援体制を構築し、地域人材の活用などによる体験・交流活動を一層充実することに

より、子どもたちのつながり、学び、成長を支える環境づくりを進めます。 

年度

別 

計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

①総合コーディネーターの

導入 

②地域サポーター事業の内

容・回数の充実（10校） 

①総合コーディネーターの

導入 

②地域サポーター事業の内

容・回数の充実（20校） 

①総合コーディネーターの

導入 

②地域サポーター事業の内

容・回数の充実（30校） 
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ＮＯ 004 事業 青少年の健全育成（地域教育力推進課） 

内容 ジュニアリーダーなどの青少年に対し、青少年委員や青少年健全育成地区委員をはじめ

とした、青少年健全育成に携わる地域の方々と連携し、スポーツ・文化芸術活動や地域活

動・野外活動への参加を通じた多世代との交流や多様な体験の機会を提供するとともに、

地域貢献などの行いを表彰することにより、青少年の健やかな成長につなげます。 

年度

別 

計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

①ジュニアリーダーの育成、活動機会の拡大 

②地区青健活動の実施 

③青少年表彰の実施 

④全区的なスポーツ・青健の開催（親子たこあげ大会・少年野球親善大会・板橋音楽祭） 

 

ＮＯ 005 事業 部活動の地域移行・地域展開の推進（教育総務課、多様な学び推進担当課、

文化・国際交流課、スポーツ振興課） 

内容 中学生のスポーツ・文化芸術活動の機会確保のため、部活動を教育委員会が運営団体と

なる「いたばし地域クラブ」へ移行していきます。また、部活動地域移行シンポジウムを開

催し、保護者やスポーツ・文化芸術活動などの関係者との共通理解を深めていきます。 

年度

別計

画 

令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

①既存の区立中学校部活動

の 1 種目を地域クラブ化

（累計２種目） 

②部活動地域移行シンポジ

ウムの開催 

①既存の区立中学校部活動

の 1 種目を地域クラブ化

（累計３種目） 

②部活動地域移行シンポジ

ウムの開催 

①既存の区立中学校部活動

の 1 種目を地域クラブ化

（累計４種目） 

②部活動地域移行シンポジ

ウムの開催 

 

 

 

  
コラム：ともに学び、ともに成長する －連携・協働で進む多様な学び－  

「ＭＩＲＡＩ ＳＣＨＯＯＬ いたばし」の実現にあたっては、地域社会全体を学びの場（学び舎）として、多様な

人々がつながり、関わり合いながら、生涯にわたって学び成長する、地域教育力が重要です。 

ここでは、地域と学校が一体となって環境教育に取り組む緑小学校と、地域での学びの場（学び舎）で活躍す

るジュニアリーダーの取組を紹介しています。 

子どもも大人も共に学ぶ機会をさまざまな場所で創出していくことで、世代間交流が活性化されます。こうし

た取組が増えていくことで、区民一人ひとりが学ぶ喜び、成長する喜び、人とつながる喜びを実感し、いたばし

全体に学びのキャンパスを広げていくことをめざしています。 
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（１）緑小学校ｉＣＳの取組が文部科学大臣表彰を受賞！ 

受賞の取組：ビオトープの設置と維持管理を軸とした子どもとともに考える環境教育の実践 

緑豊かな緑小学校では、校庭の改修工事に伴い、子どもが自然に親しめるビオトープを設置しました。地域

と学校が一体となって、子どもを主体としたビオトープの維持管理をバックアップする環境教育の形を実現して

います。 

ＣＳ委員会では子どもからの協力依頼を受け、熟議を重ね、ビオト

ープの設置や維持管理について子どもが主体となり、地域がサポート

する体制を作りました。 

（２）板橋区の青少年健全育成事業と、活動の要であるジュニアリーダー 

大人になっても子どもの頃の楽しかった思い出は鮮明に覚えているもので

す。野球やドッジボール、バレーボールなどのスポーツや、キャンプファイヤーや

ハイキングなどの野外活動、たこあげやクリスマス会などの季節のイベント・・・。

子どもが楽しいと思える活動を地域ぐるみで推進するために、区内 18 地区の

青少年健全育成委員会が各地区の特性を活かした様々な事業を展開してい

ます。各種事業に参加する子どもの自己有用感や思いやりの心を醸成し、社会

性や豊かな人間性をはぐくむとともに、コミュニケーション能力や規範意識を高

め、そして将来の地域活動の担い手となれるよう、地域全体で青少年の育成に

取り組んでいます。 

また、地域の各事業においては、子どもの「おにいさん、おねえさん」的存在と

して「ジュニアリーダー」が活躍しています。野外キャンプでのレクリエーション

や や、地域のイベントでの工作体験などの活動に、事業の企画・立案段階から実際の運営まで携わります。ま

た、地域の大人と子どもをつなぐ「橋渡し役」としても活躍しています。今後もジュニアリーダーの活動を積極

的に推進し、ジュニアリーダーのすそ野の拡大をめざします。 

ＣＳ委員会の熟議にて・・・ 

・緑豊かな緑小学校の特徴を生かした環境教育をもっと推進したい！ 

・学校の敷地内で自然を体験できるビオトープを作れないか…？ 

 それに対して子どもは・・・ 

総合的な学習で「ビオトープのイメージ図」を作り、ＣＳ委員会に「こん

なビオトープを作りたい！」という想いを投げかけました。 
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１ 施策の方向性 

○ 一人ひとりの学ぶ時期や進路が複線化する人生のマルチステージモデルへと転換が予測される

中で、新たな知識やスキルの習得（社会人の学び直し）、ライフステージの変化（就職、結婚、

出産、育児、介護、病気、退職など）に応じて生じるさまざまな悩みに関する学びなど生涯学習

の必要性が高まっています。 

○ 区民一人ひとりの生涯にわたる自主的な学習活動を支援し、人と人のつながりが生まれるよう

な事業や環境を醸成し、地域コミュニティの基盤形成により、すべての人の幸せをめざします。 

○ 多様な地域団体（青少年健全育成地区委員会、ＰＴＡ、文化・スポーツ団体、町会・自治会、Ｎ

ＰＯ、民間企業など）の支援・連携を通じて、区民や地域団体が教え学び合う循環の実現をめざ

します。 

○ 区民一人ひとりの学習活動の支援を通じて、地域コミュニティの基盤形成を支える担い手とも

なる社会教育人材のつながり構築に努めます。 

○ すべての区民を学習の主体としていくため、大人はもちろんのこと、子どもも重要な主体に据え

て、企画・運営する生涯学習・社会教育事業を推進します。 

○ ＩＣＴの活用など時間や空間にとらわれないリアルとオンライン双方の学習機会の充実を図り、

学びの選択肢を増やしていきます。 

○ 生涯学習の場や活動において、子ども、若者、障がい者、外国に由来のある人などを含めた多様

な個々を尊重し、認め合う学び合いによる社会的包摂の実現をめざします。 

２ 施策の成果指標  

 項目 基準値 目標値 

R7 中間 R12 最終 R17 

１ 現在積極的に学んでいることがある区民の割合 75.5％ 77.8％ 80％ 

２ 若者向け社会教育事業の企画・運営に携わった延人数 122人 180人 210人 
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３ 施策に連なる事業 

ＮＯ 001 事業 区民が教え学び合う循環に向けた取組の推進 

（生涯学習課、教育総務課、地域教育力推進課、地域振興課、健康推進課、

防災危機管理課、地域防災支援課、環境政策課、くらしと観光課） 

内容 区民一人ひとりが、地域で教え学び合える事業・ワークショップなどの場を構築するこ

とで、世代を超えた学びの循環が生まれ続ける、持続可能な地域社会をめざします。 

ジュニアリーダーなどの青少年に対し、青少年委員や青少年健全育成地区委員などの地

域の方々と連携し、多世代との交流や多様な体験の機会を提供します。 

また、区内のボランティア・ＮＰＯ活動を活性化させるため、｢いたばし総合ボランティ

アセンター｣の運営に区が参画します。さらに、生徒期の健康支援リーフレット作成や地域

の防犯・防災力強化の取組、板橋区環境教育プログラムを活用した環境教育推進、消費生

活向上施策などを通じ、生活習慣や防犯・防災、環境などに関する意識を高め、地域全体の

福祉向上に貢献します。 

年度

別 

計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

①学びｉプレイス実施（６か所） 

②いたばし未来子ども大学実施 

③板橋グリーンカレッジ実施 

④ジュニアリーダーの育成、活躍機会の拡大【再掲】 

⑤地区青健活動実施【再掲】 

⑥ボランティア・ＮＰＯ活動の支援 

⑦生徒期の健康支援リーフレット作成 

⑧防犯意識啓発事業（安全・安心講習会、犯罪抑止生活安全のつどい）実施 

⑨防災意識啓発事業（いたばし防災+プロジェクト、防災セミナー講師派遣）実施 

⑩環境教育推進事業実施 

⑪消費者教育事業実施 
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ＮＯ 002 事業 社会教育人材のつながり構築（生涯学習課、長寿社会推進課、生活支援課） 

内容 社会教育に関わる多様な地域人材や団体がつながる事業を身近な地域で開催し、多岐に

わたる分野について社会教育関係人材の発掘と育成をめざします。地域人材のニーズや課

題を蓄積し整理することにより、適切な場づくり・人材ネットワークの形成を図ります。 

年度 

別 

計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

①身近な地域での学びあい事

業の実施を通した、地域の社

会教育関係人材の発掘と育

成（６事業） 

 

 

 

②シニア世代活動支援プロジ

ェクトの各講座の実施 

③地域福祉コーディネーター

の配置 

①身近な地域での学びあい

事業の実施を通した、地

域の社会教育関係人材の

発掘と育成（６事業） 

 

 

 

②シニア世代活動支援プロ

ジェクトの各講座の実施 

③地域福祉コーディネータ

ーの配置 

①身近な地域での学びあい

事業の実施を通した、地

域の社会教育関係人材の

発掘と育成（６事業） 

②地域の社会教育人材同士

のつながりづくりの交流

会などの検討 

③シニア世代活動支援プロ

ジェクトの各講座の実施 

④地域福祉コーディネータ

ーの配置 

 

ＮＯ 003 事業 社会教育施設の充実（生涯学習課） 

内容 すべての施設利用者を対象に、社会教育施設のデジタル技術の導入や多目的スペースの

整備などを進め、機能充実と利便性向上を図ることで、気軽に利用でき、多様な学びと交

流が生まれる地域の学習拠点をめざします。 

年度

別計

画 

令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

①成増生涯学習センター長

寿命化改修 基本・実施設

計完了 

②教育科学館 再整備方針策

定 

①成増生涯学習センター長

寿命化改修 工事着手 

 

②教育科学館 再整備基本構

想策定 

①成増生涯学習センター長

寿命化改修 工事完了 

 

②教育科学館 再整備基本計

画策定 
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コラム：まなぽーとフェスティバル ～つどう・むすぶ・まなぶ～ 

 まなぽーとフェスティバルは、まなぽーと（大原・成増生涯学習センター）で活動している学習活動団体が、

日頃の学習・活動の成果を発表する場として年に 1 回（２日間）開催しています。団体同士の交流及び区民の

みなさんへの学習・体験の機会を提供する場にもなっています。例年、まなぽーと成増は５月下旬、まなぽーと

大原は６月上旬のそれぞれ土日に開催しています。  

当日は、様々な分野の団体が参加し、展示やパフォーマンスの発表及び体験教室を通して、団体と区民の皆

さんとの交流も活発に行われ、賑わいます。 

また、中高生・若者支援スペース（i-youth）の利用者に

よるバンド演奏や模擬店もあり、子どもから大人まで、幅広

い世代の方々との交流も生まれ、喜ばれています。 

まなぽーとでは、日頃から団体の活動を体験する機会や

活動紹介の掲示などを行っていますが、フェスティバルは

多くの団体の活動を一度に知ることができる唯一の機会と

なります。多くの方のご来場をお待ちしています。 

絵手紙を体験する小学生 
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１ 施策の方向性 

○ 読書は、幼少期の読み聞かせによる本との出会いにはじまり、生涯を通じて楽しむことができ、

多くの知見にふれ、知識を向上させ、感性を磨き、人生を豊かにします。この読書活動を支援す

る取組を実施します。 

○ 子どもが読書に親しめるよう、読書の機会の積極的な提供、または学校、関係機関、民間団体な

どと連携した読書推進に取り組みます。 

○ 子どもが主体となって実施する活動や協働的な活動を支援する取組を推進します。 

○ 障がいのある方や、日本語を母語としない方など、すべての人の読書活動を支える取組を推進し

ます。 

○ 図書館は、知の拠点としての機能を果たし、子育て世代をはじめとしたすべての区民が、豊かな

時間を過ごせる空間をめざします。 

○ 子どもから大人まで、あらゆる人が本に親しみ、本を通じて自己、他者、そして社会・世界を理

解し、交流と活動が生まれる場の創出をめざします。 

 

２ 施策の成果指標  

 項目 基準値 目標値 

R7 中間 R12 最終 R17 

１ 区民１人あたりの図書館利用回数 5.2回 5.5回 5.8回 

２ 児童・生徒１人あたりの図書貸出冊数 

（学校図書館） 

児童 41.1冊 

生徒 4.0冊 

児童 44冊 

生徒 4.4冊 

児童 49冊 

生徒 4.8冊 
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３ 施策に連なる事業 

ＮＯ 001 事業 子どもの読書活動の推進（中央図書館） 

内容 子どもが読書習慣を身につけ、自主的に読書活動を行うことをめざし、子どもの視点に

立った取組や子どもが自由に本とふれあえる環境づくりを行います。また、多様な子ども

に適応した読書環境の整備を進めます。 

年度

別 

計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

①おすすめ本リストの作成 

②絵本のプレゼント事業の

開始（旧ブックスタート事

業から対象年齢の拡大な

どの変更） 

③子ども司書活動の推進（中

央図書館） 

①おすすめ本リストの作成 

②絵本のプレゼント事業の

推進 

③子ども司書活動の推進（中

央図書館） 

①おすすめ本リストの作成 

②絵本のプレゼント事業の

推進 

③子ども司書活動を区立全

図書館へ展開 

 

ＮＯ 002 事業 区立学校における読書活動の推進（学務課、指導室、地域教育力推進課） 

内容 図書や読書活動に専門的な知識やスキルをもつ司書を小・中学校全校で継続配置するこ

とで、児童・生徒への読書指導や学習支援、教職員への授業支援を行うことができ、学校に

おける読書活動の活発化をめざします。 

また、小・中学生、保護者付添の幼児に対し、学校休業日の学校施設を有効活用し、学校

図書館を地域に開放することにより、読書を通じた人々の交流と読書に親しむ場を創出し

ます。 

年度

別 

計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

①司書の小・中学校への配置日数を週３日に拡充 

②学校図書館地域開放の実施 

 

  



第４章 これからの板橋区の教育 

 

97 

ＮＯ 003 事業 知の拠点としての図書館の充実（中央図書館） 

内容 区民が豊かな時間を過ごすことのできる読書空間をめざし、魅力ある資料の充実、快適

な読書環境の整備を行います。また、電子図書館の利用促進のため、電子書籍の資料充実

と情報発信を行います。 

年度

別 

計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

①地域図書館の改修工事実

施（照明ＬＥＤ化２館、ト

イレバリアフリー化１館）

など、施設整備 

②蔵書計画に基づく選書・購

入・除籍 

③電子図書館の利用促進（各

図書館掲示・展示・ＨＰ掲

載） 

①地域図書館の改修工事実

施（照明ＬＥＤ化１館、ト

イレバリアフリー化１館）

など、施設整備 

②蔵書計画に基づく選書・購

入・除籍 

③電子図書館の利用促進（各

図書館イベント活用） 

①地域図書館の改修工事実

施（照明ＬＥＤ化１館※全

館完了、トイレバリアフリ

ー化１館）など、施設整備 

②蔵書計画に基づく選書・購

入・除籍 

③電子図書館の利用促進（図

書館外、地域でのＰＲ） 

 

ＮＯ 004 事業 本を通じた交流と活動が生まれる場の創出（中央図書館） 

内容 本に親しみ交流と活動が生まれる場の創出をめざし、あらゆる人が楽しめるイベントな

どの実施、身近な地域で本にふれあう機会の提供、及びその活動を支える人材の育成を行

います。 

年度

別 

計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

①絵本を活用した「絵本のまち板橋」推進事業の実施 

②図書館利用促進事業の実施 

③サポーターの育成、活躍の場の拡大 
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コラム：生涯を彩る読書の旅 

（ＭＩＲＡＩ ＳＣＨＯＯＬ いたばし －子ども読書活動２０３０－） 

読書は、人生のあらゆる段階で私たちの成長を支え、心を豊かにしてくれます。 

子どもの読書習慣の形成と自主的な読書活動の実現をめざし、「ＭＩＲＡＩ SCHOOL いたばし －子ども読

書活動２０３０－」を策定しています。 

読書体験は年齢とともに変化し、深まっていきます。乳幼児期の「はじまりの感動」から、小学生の「知る喜

び」や「思考力」の発達へ、そして彩り豊かな様々な本と出会う読書の旅は大人になっても続いていきます。 

子どもの読書活動を推進するためには、周囲の大人の関わりが不可欠です。身近な人からの読み聞かせ、

図書館ボランティアの活動など、様々な場面で大人が子どもの読書をサポートします。 

また、子どもの読書を支える大人自身も、読書を通じて学び続けることで、より豊かな読書環境を創り出すこ

とができます。 

板橋区では、図書館でのおはなし会、小さな絵本館の設置、「いたばし国際絵本翻訳大賞」など、「絵本のま

ち板橋」としての特色ある事業を展開しています。子どもから大人まで、あらゆる区民が読書を通じて豊かな人

生を歩めるよう、これからも読書活動の充実と支援に取り組んでいきます。 



第４章 これからの板橋区の教育 
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１ 施策の方向性 

○ 地形に恵まれた板橋区には旧石器時代から人が住み、江戸時代には中山道の宿場が置かれて江

戸と直結する一方、赤塚地域は都市近郊農村として栄えました。こうした固有の歴史と、その中

で生まれた多様な文化財は、現在の板橋区の強みや魅力の基礎となっています。板橋区は区民と

ともに、板橋区の特徴であり比類ない価値をもつ文化財を後世に継承していく必要があります。 

○ 文化財には、建造物「旧粕谷家住宅」のような有形のものだけでなく、郷土芸能「田遊び」のよ

うな無形のものもあり、それぞれに適した形で保存・継承していきます。また、未調査のものも

数多くあり、地域の歴史を明らかにするため、調査・研究を進めていきます。 

○ 赤塚地域に所在する郷土資料館は、主に歴史・民俗資料を取り扱い、その収集、保管、展示、調

査研究や、講演会など教育普及事業を行う役割を担います。また、赤塚地域の拠点として、歴史

や文化財に関する体験学習の場を提供します。 

○ 平成 31年 4月の文化財保護法改正により、文化財は「保存」とともに「活用」が重視されるよ

うになりました。活用には、個々の文化財にとどまらず、まちづくりにつながるような地域の文

化財全体をとらえる視点も求められています。 

○ 活用にあたっては、文化財の種類や特性に応じ、これまで実施してきた展示や体験を含む講座、

区民との協働による公開などに加えて、先端技術の積極的な導入や、異なる分野との連携・協働

の推進などにより、文化財の価値や魅力をさらに高めます。また、区民の多様なニーズに対応

し、バリアフリー化や、改正博物館法に示されたようなデジタルアーカイブの整備など、誰もが

文化財にアクセスしやすい環境を整えます。 

○ 区民が板橋区の歴史と文化を身近に感じ、誇りをもてるよう、魅力的な学習機会と場を提供しま

す。これらを通して区民の郷土愛と文化財に対する愛着を醸成し、文化財を次世代に確実に継承

します。 

 

２ 施策の成果指標  

 項目 基準値 目標値 

R7 中間 R12 最終 R17 

１ 文化財指定・登録の進捗率 3.0％ 5.2％ 7.0％ 

２ 過去１年間文化財にふれた区民の割合 8.9％ 11.9％ 16.4％ 
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３ 施策に連なる事業 

ＮＯ 001 事業 多世代に向けた地域文化財の魅力公開事業（生涯学習課） 

内容 多世代の区民が地域の文化財に接し愛着や誇りをもてるように、通常非公開の文化財を

含めて特別公開する「文化財ふれあいウィーク」を実施します。解説ガイドの配置や親子

で楽しめる学習情報の提供により、文化財の歴史的価値や魅力をわかりやすく紹介します。 

年度

別計

画 

令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

①区登録・指定文化財、国・

都文化財の特別公開 

②解説ガイドの配置 

③子ども向けリーフレット

の作成・配布 

※特別公開の地域は年度

ごとに設定 

①区登録・指定文化財、国・

都文化財の特別公開 

②解説ガイドの配置 

③子ども向けリーフレット

の作成・配布 

①区登録・指定文化財、国・

都文化財の特別公開 

②解説ガイドの配置 

③子ども向けリーフレット

の作成・配布 

 

ＮＯ 002 事業 文化財の適切な保存と効果的な活用を実現する収蔵施設の確保（生涯学習

課） 

内容 板橋区では、地域固有の歴史を物語る多様な文化財などの資料を所蔵しています。この

資料を通して区の特色や魅力を学ぶ機会をすべての区民に提供するため、資料を確実に保

存できる収蔵施設を確保し、効率よく、かつ学びに活用しやすい状態で収蔵・管理します。 

年度

別 

計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

①収蔵している埋蔵文化財

資料の基礎調査（分類・計

測） 

②資料の収蔵方法の検討 

③収蔵施設の必要面積の算  

 出 

④新たな収蔵施設候補の検 

 討 

①収蔵している埋蔵文化財

資料の基礎調査（分類・計

測） 

②資料の収蔵計画の作成 

③収蔵施設の必要面積の精   

 査 

④新たな収蔵施設候補の決  

 定 

⑤移転準備 

①移転準備 

 

 

②（最も早い場合）移転 
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ＮＯ 003 事業 近代化遺産としての史跡公園整備（史跡公園担当課・産業戦略担当課・公園

整備担当課） 

内容 国史跡「陸軍板橋火薬製造所跡」を、近代化・産業遺産を保存・活用した都内初となる史

跡公園として整備します。公園内に学習施設を整備し、区民に多様な学びを提供すること

で、教育活動の一層の充実に寄与します。 

年度

別 

計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

①遺構・建造物整備基本設計 

②公園整備基本設計 

③デジタルミュージアム構

築 

④展示整備計画 

⑤公民連携にかかる民間市

場調査 

⑥産業ミュージアムプレ事

業企画・運営 

①遺構・建造物整備実施設計 

②公園整備実施設計 

③デジタルミュージアム構

築  

④展示整備基本設計 

⑤産業ミュージアムプレ事

業企画・運営 

①遺構・建造物整備工事 

②公園整備工事 

③展示活用施設実施設計 

④産業ミュージアムプレ事

業企画・運営 

 

ＮＯ 004 事業 歴史遺産調査・公開事業（生涯学習課） 

内容 小豆沢地域で発見された古文書などの歴史遺産を調査・整理し、保存・公開します。これ

により、区の歴史の特性を物語る文化財の魅力をすべての区民に対して広く発信し、認知

度を高め、区のブランドイメージを向上させて、郷土愛の醸成につなげます。 

年度

別 

計画 

令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

①基礎調査 

・古文書のクリーニング、表

題記入、データ入力 

②調査の進捗や結果をうけ、

段階的に公開、展示 

①基礎調査 

・古文書の表題記入、データ

入力 

・目録作成 

・写真撮影 

②調査の進捗や結果をうけ、

段階的に公開、展示 

①基礎調査結果の公開、展示 

②区文化財として指定登録 

③今後の活用に向けた調査 

④調査の成果の整理 
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コラム：大発見の歴史遺産！ 地域の歴史を未来につなぐ 

令和５年８月、旧小豆沢村の名主を務めた旧家から、生活用具や古

文書など大量の歴史的資料が発見されました。学芸員が概要を調査し

たところ、江戸期から昭和期にかけての貴重な資料であることが判明し

ました。中でも約６千点に及ぶ古文書は、数百年前からの小豆沢地域

の村のできごとや生活の様子がわかる、今世紀最大の発見ともいえる

極めて貴重なものです。 

これらの資料は、地域の豊かな歴史を物語るかけがえのない文化財です。

大切に保存・公開し、区民の皆さんに親しみや愛着をもっていただくことで、

地域の歴史を現在、そして未来の世代へと確実につないでいきます。 

令和７年度から３年間は、これらの資料の基礎調査の期間とし、ほこりまみれの古文書のクリーニング、く

ずし字で書かれた内容の解読、写真撮影、目録の作成などを行います。その後、現代の文字へと変え、内容

の詳しい調査研究を行い、歴史的価値を明らかにし、板橋区の文化財として指定・登録する予定です。そして

区制施行１００周年を迎える令和 14 年度を目標に、資料集の刊行や展示会・講座の開催を通して、区民の皆

さんに公開していきます。長い年月、蔵の中でねむっていた資料が再び姿を見せる日を楽しみにしていてくだ

さい。 
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１ 施策の方向性 

○ 教育施策や学校の取組を広く周知する情報発信を推進します。また、より区民との対話の機会が

得られるよう取組を進めていきます。 

○ 教育委員会では、重要な教育課題について迅速かつ適切な意思決定を行い、教育行政の円滑な運

営に努めます。 

○ 各施策の進捗状況を定期的に確認し、施策の効果を測定・分析し、次年度の事業運営に反映さ

せ、継続的な改善を図ります。 

 

２ 施策の成果指標  

 項目 基準値 目標値 

R7 中間 R12 最終 R17 

１ 「ＭＩＲＡＩ ＳＣＨＯＯＬ いたばし」を知っている

割合 

7.1％ 54％ 100％ 

２ 教育計画の進捗達成率 0％ 50％ 100％ 

※１の基準値は、「教育の板橋」を知っている区民の割合を参考値として使用
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３ 施策に連なる事業 

ＮＯ 001 事業 教育行政の戦略的な情報発信の充実（教育委員会事務局全課） 

内容 生涯学習を含めた板橋区の教育について、区の教育行政や主な事業、学校や社会教育に

関することなどを発信することにより、区民の信頼と期待に応える、開かれた教育委員会

の実現を図ります。 

年度

別計

画 

令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

①戦略的に情報発信を行う

ためのリニューアル検討 

②（仮称）「ＭＩＲＡＩ ＳＣ

ＨＯＯＬ いたばし」プレ

ゼンテーションの準備・開

催（１回） 

 

 

 

①（仮称）「ＭＩＲＡＩ ＳＣ

ＨＯＯＬ いたばし」プレ

ゼンテーションの実施（１

回） 

②教育広報の発行、ＳＮＳを

活用した情報発信 

③ＨＰにおける教育に関す

るページのリニューアル

検討 

①（仮称）「ＭＩＲＡＩ ＳＣ

ＨＯＯＬ いたばし」プレ

ゼンテーションの実施（１

回） 

②教育広報の発行、他部署等

と連携した情報発信 

③ＨＰにおける教育に関す

るページのリニューアル

実施 

 

ＮＯ 002 事業 教育委員会運営・教育施策の進捗管理（教育総務課） 

内容 教育委員会では、区が直面する重要な教育課題について、月２回の定例会と必要に応じ

た臨時会を開催し、専門家の意見も取り入れながら、迅速かつ適切な意思決定を行います。 

また、具体的な施策の数値目標を設定し、専門家の意見も取り入れながら、事業の進捗

状況を確認・評価します。その結果をもとに適宜見直しを行い、翌年度の事業運営の改善

につなげます（教育委員会が行う点検・評価）。 

年度

別計

画 

令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

①教育委員会の開催 

②教育委員会が行う点検・評価実施 
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コラム：教育委員会を身近に感じてもらうために 

板橋区教育委員会では、現在、児童・生徒を通じて、ご家庭に広報誌をお届けしています。紙の広報には、手

に取ったときの安心感とともに、板橋区教育委員会の施策や取組を丁寧にお伝えする役割があります。 

ある日、職場体験に来た中学生から「教育委員会って何をしているの？」と聞かれ、はっとしました。学校給

食や「あいキッズ」、一人一台端末。図書館や郷土資料館、教育科学館…きっと児童・生徒が一度は利用したこ

とのある施設やサービスですが、意外と「教育委員会の仕事」としては知られていないのです。 

時代の移り変わりとともに、様々なものが変化しています。情報が瞬時に届く今だからこそ、子どもには「こん

なこともやっているんだ！」と驚きを、大人には「今はこんなふうになっているんだ！」という発見を届けていく

必要があります。 

これからは紙の広報に加え、ＳＮＳやホームページもより一層活用します。ＳＮＳならではの臨場感ある写真

や動画、ホームページからの詳しい情報へのアクセス。こうしたツールを組み合わせることで、板橋区教育委員

会の活動をより身近に、よりリアルに感じてもらえるよう取り組んでいきます。 

コラム：（仮称）「ＭＩＲＡＩ ＳＣＨＯＯＬ いたばし プレゼンテーション」の開催 

「MIRAI SCHOOL いたばし」を広く周知するため、（仮称）「MIRAI SCHOOL いたばし プレゼンテ

ーション（以下、「（仮称）プレゼンテーション」という。）」を実施します。 

板橋区教育委員会では、大人向けの表彰、子ども向けの表彰を創設し、特に大人（教員・地域団体など）の

活動について「（仮称）プレゼンテーション」の中で、発表し、多くの方々に聞いていただきます。この取組が発表

者の自己肯定感、自己有用感の高揚につながると期待しています。日ごろ、学校に通う児童・生徒のために、わ

かりやすい授業になるよう工夫したり、生徒会活動を支えたりしている先生や、近所に住んでいる子どもが笑

顔になれるよう様々なイベントを実施してくれている地域の大人の取組を応援していきます。 

あわせて、既存の子ども向けの表彰（自由研究コンテスト・調べ学習コンクール）で、あと一歩上位に届かな

かった子どもたちを讃える「チャレンジ賞」を設け、「（仮称）プレゼンテーション」の中で表彰します。 

「（仮称）プレゼンテーション」を通じて、「MIRAI SCHOOL いたばし」の周知に取り組んでいきます。 
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２ 基礎データ 

 

１ 板橋区の人口の動向 

（１）児童・生徒数推移（教育委員会事務局調べ） 

  

（２）幼児教育施設数（令和７年４月１日時点）（教育委員会事務局調べ） 

    

 

 

 

 

 

（３）幼稚園年齢別在園者数（令和６年版板橋区の統計） 

    

年度

- 区立 私立 区立 私立 区立 私立 区立 私立

２年度 64 5568 - 1822 26 1818 38 1928

３年度 37 5251 - 1614 13 1838 24 1799

４年度 47 4805 11 1405 17 1592 19 1808

５年度 56 4303 18 1319 20 1419 18 1565

６年度 68 3893 18 1080 23 1375 27 1438

総数 ３歳 ４歳 ５歳
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２ 板橋区児童・生徒の状況 

（１）学力等の状況 

① 授業の内容がよくわかると回答した割合（全国学力・学習状況調査） 

（ア）国語 小学校             （イ）算数 小学校 

 

（ウ）国語 中学校             （エ）数学 中学校 

   

② 学級生活をよりよくするために学級活動で話し合い、互いの意見のよさを生かして解決方法

を決めている割合（全国学力・学習状況調査） 

（ア）小学校               （イ）中学校 

  

％ ％ 

％ ％ 

％ ％ 
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③ 授業で、課題の解決に向けて、自分で考え、自分から取り組んでいたと回答した割合 （全国

学力・学習状況調査） 

 （ア）小学校               （イ）中学校 

   

④ 人の役に立つ人間になりたいと思うと回答した割合（全国学力・学習状況調査） 

 （ア）小学校               （イ）中学校   

 

⑤ 将来の夢や目標を持っていると回答した割合（全国学力・学習状況調査） 

（ア）小学校               （イ）中学校 

 

  

％ ％ 

％ ％ 

％ ％ 
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⑥ 授業で、ＰＣ・タブレットなどのＩＣＴ機器を、週３回以上使用している割合（全国学力・

学習状況調査） 

   

 

 

 

（２）個別支援が必要な児童・生徒の状況 

① いじめの状況 

  （ア）いじめ認知件数・解消率（児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調

査） 

   

     

        

 

 

② 特別支援教育の状況 

（ア）小学校 特別支援学級等学年別在籍者数（「板橋区の統計」参照） 

 

   

 

（イ）中学校 特別支援学級等学年別在籍者数（「板橋区の統計」参照） 

  

 

 

 

 

 

 

 
※（ ）内は外数で，通級指導学級及び特別支援教室での指導生徒数である。 

 

※（ ）内は外数で，通級指導学級及び特別支援教室での指導児童数である。 

年度 総数 第１学年 第２学年 第3学年 第4学年 第5学年 第6学年

元年度 234(610) 31(75) 25(88) 41(123) 44(122) 43(103) 50(99)

2年度 236(680) 27(97) 38(127) 32(108) 42(138) 50(118) 47(92)

3年度 257(778) 35(109) 34(140) 48(156) 39(129) 45(138) 56(106)

4年度 261(850) 23(143) 45(155) 42(168) 61(141) 43(126) 47(117)

5年度 282(822) 36(130) 33(175) 56(154) 46(162) 65(107) 46(94)

6年度 314（860） 35（183） 45（169） 45（184） 65（131） 55（119） 69（74）

特別支援学級学年別児童在籍者数

年度 総数 第１学年 第2学年 第3学年

元年度 142（115） 48（41） 47（44） 47（30）

2年度 157（155） 56（62） 52（51） 49（42）

3年度 165（196） 53（58） 58（78） 54（60）

4年度 179（213） 58（55） 58（79） 63（79）

5年度 181（208） 57（65） 66（71） 58（72）

6年度 185（232） 57（73） 58（87） 70（72）

元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

認知件数（件） 5,096 2,834 3,979 4,683 4,742

解消率（％） 68.8% 58.8% 75.3% 61.1% 62.4%

認知件数（件） 415 211 298 417 290

解消率（％） 75.9% 64.9% 76.5% 54.0% 67.2%

小学校

中学校

板橋区 東京都 全国

小学校 77.9% 75.9% 71.7%

中学校 61.9% 55.6% 53.2%

（令和７年度） 
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（ウ）特別支援学校児童数（天津わかしお学校）（教育委員会事務局調べ） 

 

（３）外国人児童・生徒の状況 

① 日本語学級児童数（通級）（教育委員会事務局調べ） 

   

（４）その他 

① 子どもの権利を知っている教員の割合（学校生活と子どもの権利に関する教員向けアンケー

ト/セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン） 

※全国の小学校、中学校、高等学校、高等専門

学校、特別支援学校、外国人学校の教員を対

象に実施した調査 

年度 総数 第１学年 第2学年 第3学年 第4学年 第5学年 第6学年

元年度 141 23 37 42 10 14 15

2年度 143 39 38 41 8 8 9

3年度 122 11 48 31 13 11 8

4年度 101 14 22 37 11 8 9

5年度 146 22 40 30 26 12 16

6年度 159 28 43 48 9 19 12

7年度 189 29 48 52 27 10 23

年度 総数 第１学年 第2学年 第3学年 第4学年 第5学年 第6学年

元年度 30 - - 2 4 10 14

2年度 33 - - 3 5 9 16

3年度 17 - - 1 5 4 7

4年度 24 - - 5 6 10 3

5年度 32 - - 3 10 11 8

6年度 31 - - 5 4 10 12

7年度 23 - - 2 3 7 11

学校支援地域本部事業に参加した地域ボランティア数（延人数）（※1）
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３ 学校と地域の連携及び生涯学習・社会教育の状況 

（１）板橋区立学校の児童・生徒の不読率（読書についてのアンケート） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）学校支援地域本部事業に参加した地域ボランティア数（延人数）（教育委員会事務局調べ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）板橋区コミュニティ・スクール（ｉＣＳ）の仕組みを活用し、地域と一体となって子どもたち

をはぐくんでいる学校の割合（教育委員会事務局調べ） 

 

  

（人） 
（人） 
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（４）コミュニティ・スクールや地域学校協働活動等の取組によって、学校と地域や保護者の相互

理解は深まったと回答した学校の割合（全国学力・学習状況調査） 

  （小学校）                  （中学校） 

（５）青少年健全育成地区委員会事業延べ参加者数（教育委員会事務局調べ） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）ジュニアリーダー人数（教育委員会事務局調べ） 

   

  

％ ％ 

（人） 

（人） 
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（７）子育てにおいて不安や悩みなどがあるかを問う設問（板橋区子ども・子育て支援に関するニ

ーズ調査（令和６年３月） 

   

 

 

 

 

 

 

 

（８）やりたい種目・分野を部活動以外（地域のクラブや習い事など）で行っている割合（令和７年

度）（板橋区立中学校部活動アンケート調査） 

項目 割合 

はい 27.7％ 

いいえ 72.3％ 

 

（９）部活動の設置・活動状況（教育委員会事務局調べ） 

 項目 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

 部活動数 328 325 322 311 315 308 283 

  運動部活動 196 194 192 187 189 181 160 

  文化部活動 132 131 130 124 126 127 123 

 部活動加入率 91.6% 87.0% 87.5% 81.1% 83.0% 87.7% 82.6% 

 専門的指導ができる率 - 55.9% 53.2% 48.1% 51.8% 50.6% 44.9% 

 平均活動日数（平日） 2.6 2.6 2.5 2.6 2.7 2.7 2.7 

 平均活動日数（土日） 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 
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３ 検討委員会名簿・検討経過 

 

１ 委員名簿                           令和７年 12月 26日現在 

委員属性 氏名 所属団体等 

学識経験者 

天笠 茂 千葉大学教育学部名誉教授 

笹井 宏益 玉川大学学術研究所高等教育開発センター特任教授 

倉斗 綾子 千葉工業大学創造工学部デザイン科学科教授 

児美川 孝一郎 法政大学教職課程センター長 キャリアデザイン学部教授 

地域関係者 
髙田 美種 板橋区町会連合会 副会長 

三枝 節夫 板橋区青少年健全育成地区委員会連合会 副会長 

公募委員 豊田 毅 一般公募委員  

学校保護者 

代表 

大塚 かんな 板橋区立小学校 PTA連合会 会長 

安彦 直幸 板橋区立中学校 PTA連合会 顧問 

学校長代表 
本間 篤子 板橋区立小学校校長会 副会長（加賀小学校校長） 

木村 知広 板橋区立中学校校長会 会長（赤塚第二中学校校長） 

板橋区 

長沼 豊 板橋区教育委員会教育長 

林 栄喜 板橋区教育委員会事務局次長 

金子 和也 板橋区教育委員会事務局地域教育力担当部長 

 前委員 

・ 伊藤 千代美（板橋区立小学校 PTA連合会 顧問）※第５回検討委員会まで        

・ 中川 修一（板橋区教育委員会教育長）※第 1回検討委員会まで 

・ 雨谷 周治（板橋区教育委員会事務局地域教育力担当部長）※第５回検討委員会まで 
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２ 検討過程 

第１回板橋区教育ビジョン 2035検討委員会 

 日時 令和６年５月７日午前 10時～正午 場所 災害対策室 AB 

・委員紹介 

・委員長の選出、副委員長の指名について 

・報告 板橋区教育ビジョン 2035の策定について 

板橋区教育ビジョン 2025の成果と課題について 

・議題 今後の検討テーマについて 

第２回板橋区教育ビジョン 2035検討委員会 

 日時 令和６年７月 18日午前 10時～正午 場所 北館 11階第二委員会室 

・報告 前回の検討委員会の振り返り 

・協議 「子ども一人ひとりのよさや可能性を引き出し、伸ばす学びの推進」について 

第３回板橋区教育ビジョン 2035検討委員会 

 日時 令和６年 10月 31日午後２時～４時 場所 北館 11階第二委員会室 

・報告 前回の検討委員会の振り返り 

・協議 「子ども一人ひとりのよさや可能性を引き出し、伸ばす学びの推進」について 

第４回板橋区教育ビジョン 2035検討委員会 

 日時 令和７年１月７日午前 10時～正午 場所 北館 11階第二委員会室 

・報告 前回の検討委員会の振り返り 

・協議 「子どもの学びや成長を支える人や環境の充実」について 

「生涯にわたり学び支え合う教育の推進」について 

第５回板橋区教育ビジョン 2035検討委員会 

 日時 令和７年３月 28日午前 10時～正午 場所 災害対策室 AB 

・報告 第１回～４回のまとめ 

・協議 多様な学びの実現について     

第６回板橋区教育ビジョン 2035検討委員会 

 日時 令和７年 12月 26日午前 10時 30分～正午 場所 北館 11階第二委員会室 

・「板橋区教育ビジョン２０３５」及び「学び支援プラン２０２８」の名称変更について 

・「ＭＩＲＡＩ ＳＣＨＯＯＬ いたばし －教育ビジョン２０３５・アクションプラン２０２８－」（案）について 

 


